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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像を取得する画像取得手段と、
取得した画像を符号化する画像符号化手段と、
画像取得位置に関する位置情報を取得する位置情報取得手段と、
画像取得時刻に関する時刻情報を取得する時刻情報取得手段と、
前記符号化された画像を前記位置情報及び前記時刻情報と関連付けて記録媒体に記録する
記録手段と、
画像検索用の位置及び時間に関する情報を外部より受信することで画像検索用の位置及び
時間を指定する指定手段と、
前記指定された位置及び時間に基づいて特定される範囲内で取得された画像があるかどう
かの検索を行う検索手段と、
前記検索に基づいて前記指定された位置及び時間に基づいて特定される範囲内で取得され
た画像を外部へ出力する出力手段と、
を具備する画像記録装置。
【請求項２】
　前記指定手段は、前記画像検索用の位置及び時間を指定する情報を自装置に備え付けら
れたタッチパネル又は入力キーを介して入力することで前記画像検索用の位置及び時間を
指定する、
請求項１に記載の画像記録装置。
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【請求項３】
前記画像検索用の位置及び時間を指定する情報は、少なくとも２つの座標に関する情報と
２つの時刻に関する情報を含み、
前記検索手段は、前記２つの座標を境界とする位置の範囲内であって、前記２つの時刻を
開始時刻と終了時刻とする時間の範囲内で取得された画像が前記記録媒体に記録されてい
るかどうかの検索を行う、
請求項１又は２に記載の画像記録装置。
【請求項４】
　前記位置情報取得手段は、ＧＰＳ信号に基づいて求められる位置に所定のセンサから得
られる信号に基づく補正をすることで前記画像取得位置に関する位置情報を取得する、
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像記録装置。
【請求項５】
前記画像取得手段において画像が取得された方向を表す方位情報を取得する方位情報取得
手段を更に具備し、
前記記録手段は、符号化された画像を前記位置情報、前記時間情報、及び前記方位情報と
関連付けて記録する、
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像記録装置。
【請求項６】
前記画像に暗号化処理を行う暗号化手段をさらに備え、
前記出力手段は、前記検索に基づいて前記指定された位置及び時間に基づいて特定される
範囲内で取得された画像を前記暗号化手段で暗号化した後に外部へ出力する、
請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像記録装置。
【請求項７】
前記出力手段は、前記検索に基づいて前記指定された位置及び時間に基づいて特定される
範囲内で取得された画像を無線送信することで外部へ出力する無線送信手段である、
請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像記録装置。
【請求項８】
　前記画像取得手段は、動画像を前記画像として取得する、
請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像記録装置。
【請求項９】
前記記録媒体は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）である請求項１乃至８のいずれか１項に記
載の画像記録装置。
【請求項１０】
カメラで撮影されて符号化処理が施された画像を入力する第１の入力手段と、
画像取得位置に関する位置情報を取得する位置情報取得手段と、
画像取得時刻に関する時刻情報を取得する時刻情報取得手段と、
前記入力した画像を前記位置情報及び前記時刻情報と関連付けて記録媒体に記録する記録
手段と、
画像検索用の位置及び時間に関する情報を外部より受信することで画像検索用の位置及び
時間を指定する指定手段と、
前記指定された位置及び時間に基づいて特定される範囲内で取得された画像があるかどう
かの検索を行う検索手段と、
前記検索に基づいて前記指定された位置及び時間に基づいて特定される範囲内で取得され
た画像を外部へ出力する出力手段と、
を具備する画像記録装置。
【請求項１１】
前記位置情報取得手段は、画像取得位置に関する位置情報を外部から入力する事で前記画
像取得位置に関する情報を取得する、
請求項１０に記載の画像記録装置。
【請求項１２】
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　前記指定手段は、前記画像検索用の位置及び時間を指定する情報を自装置に備え付けら
れたタッチパネル又は入力キーを介して入力することで前記画像検索用の位置及び時間を
指定する、
請求項１０又は１１に記載の画像記録装置。
【請求項１３】
画像を取得する画像取得ステップと、
取得した画像を符号化する画像符号化ステップと、
画像取得位置に関する位置情報及び画像取得時刻に関する時刻情報を取得する位置・時刻
情報取得ステップと、
前記符号化された画像を前記位置情報及び前記時刻情報と関連付けて記録媒体に記録する
記録ステップと、
画像検索用の位置及び時間に関する情報を外部より受信することで画像検索用の位置及び
時間を指定する指定ステップと、
前記指定された位置及び時間に基づいて特定される範囲内で取得された画像があるかどう
かの検索を行う検索ステップと、
前記検索に基づいて前記指定された位置及び時間に基づいて特定される範囲内で取得され
た画像を外部へ出力する出力ステップと、
を有する画像記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載カメラで撮影された動画像や静止画像を記録する画像記憶装置、画像記
録方法、および画像記憶装置に記録された画像を用いた犯罪捜査補助システムと犯罪捜査
補助プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、警察における検挙率の低さが問題となっている。近年の日本における刑法犯認知
件数は約２００万件を超えており、検挙率は３０％付近に留まっている。１０年前の検挙
率は４０％を超えており、これと比較すると長期的な傾向として検挙率は低下傾向にある
。殺人等の重犯罪でありながら犯人検挙に至らず、野放しになっている事件も多い。
【０００３】
このような検挙率低下の大きな要因として、近年、事件に関する情報収集が困難になって
きていることが挙げられる。一昔前では、近所付合いのような形で地域住民同士の交流が
活発に行われており、事件が起こった場合は、地域の安全を確保するために、被害者の人
物像や交友関係や犯人らしき人物の目撃情報などが地域住民から積極的に寄せられていた
。しかしながら近年の傾向としては、地域住民同士の交流や関心が希薄化しており、隣に
住む住人がどのような人物かさえも知らないといった状況も珍しいものではなくなってき
ている。
【０００４】
このような他人への関心が薄れつつある近年の現状においては、例え自分の住む地区内で
起きた事件であっても自分には関係がない事として捉えられがちであり、犯罪発生後に行
われる地域住民からの情報収集が機能しなくなってきている。すなわち、情報提供者側の
立場からすれば、情報提供時や、その後の複数回に渡る詳しい情報提供の要請による警察
からの長い時間の拘束、情報を提供したことによる犯人からの万が一の報復の可能性等を
負担に感じ、積極的な情報提供を控える傾向が出てきている。また、記憶の曖昧さや、不
確かな情報提供を避ける心理から情報提供が控えられることもある。
【０００５】
上記のような理由に起因する情報収集効率の低下を補う方法として、街中に監視カメラを
設置する方法がある。特許文献１に記載された発明によれば、映像符号化において動き補
償に用いるフレーム間の動きベクトルの平均値の変化量から異常があるかないかを判断し
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、効率よく記録することで長時間にわたって監視することが可能となる技術が公開されて
いる。
【０００６】
また、近年、自動車事故における事故原因の分析のために車載カメラで記録された画像を
用いる技術も開発されている。特許文献２には、加速度等に異常が検出された場合にその
前後数十秒から数時間程度の画像を撮影し、ＧＰＳ（Global Positioning System）を用
いて求められる位置情報と時間情報と共に画像を記録する技術が公開されている。
【特許文献１】特開２００１－３０９３５４号公報
【特許文献２】特開２００１－３０４８７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載されているような監視カメラを情報収集のために街中
に設置するためにはインフラストラクチャーを整えるための工事やその後の監視カメラの
維持・補修に莫大な資金が必要となる。また、すべての国民の行動が監視カメラによって
絶えず国に監視される状況におかれることになるが、このような国家によって一元的に監
視される環境をプライバシー等の観点から受け入れられない人も多い。
【０００８】
　また、特許文献２に記載されている車載カメラは自車両の事故や故障の原因分析を目的
としているため、自車両に異常がない場合に記録された映像は準じ消去される構成となっ
ており、取得した映像を自車両の事故や故障の原因分析以外の分野に有効に活用すること
ができないという課題を有していた。
【０００９】
本願発明は上記従来の課題を鑑み、現実的な予算で構築できる犯罪検挙率向上のためのシ
ステム及びシステム構築に必要となる装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願発明の車載画像記録装置は、画像を取得する取得手段と、取得した画像を符号化す
る符号化手段と、画像取得時の位置及び時間を算出して位置情報及び時刻情報を生成する
生成手段と、符号化された画像を前記位置情報及び前記時刻情報と関連付けて記録する記
録手段と、前記記録した画像を外部へ出力する出力手段を具備する。
【００１１】
　また、本願発明の犯罪検挙補助システムは、犯罪発生位置及び犯罪発生時間に関する情
報を公衆情報伝達媒体を通じて通知する通知ステップと、撮影位置と撮影時間に関連付け
られた状態で画像を記録する車載記録装置で記録された画像であって、前記犯罪発生位置
及び犯罪発生時間に関する情報に基づいて特定される範囲内で取得された画像を受け取る
受信ステップとを有する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、警察は車に搭載された画像記録装置で偶然記録された情報を収集して
犯罪捜査を行うことができるため、情報提供者に過度の負担をかけることなく、犯罪検挙
率の向上及び犯罪防止を行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１４】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る画像記録装置のブロック図である。画像記録装置
１０００は、主に、カメラ部１１０、画像符号化部１２０、データバッファ部１３０、位
置検出部１４０、記録部１５０、システムコントローラ１６０、電源管理部１７０、外部
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出力インターフェース１８０、画像表示部１９０、入力部２００で構成され、一部のブロ
ックがシステムバス１００を介してお互い接続されている。
【００１５】
　カメラ部１１０は、主に光学ブロック１１１、カメラ制御部１１２、画像処理部１１３
で構成される。光学ブロック１１１では、レンズによって結像された被写体像がＣＣＤイ
メージセンサやＣＭＯＳイメージセンサで代表される撮影素子で光電変換されて画像処理
部１１３に出力される。光学ブロック１１１は、シャッター機構、手振れ補正機構、絞り
調整機構等も備えており、カメラ制御部１１２からのシャッター制御信号に基づいてシャ
ッターが切られ、シャッターのタイミング毎に画像が取得される。画像処理部１１３は、
光電変換された画像信号に対して増幅処理及びＡ／Ｄ変換処理等を行ってデジタル画像デ
ータを取得し、画像符号化部１２０に出力する。
【００１６】
画像符号化部１２０は、カメラ部１１０で取得されたデジタル画像データにエンコード処
理を行う。取得されたデジタル画像データが静止画像の場合はＪＰＥＧやＴＩＦＦ、動画
像の場合はＭＰＥＧ２やＨ．２６４／ＡＶＣといった所定のフォーマットに従って符号化
を行い、符合化後の画像データをデータバッファ部１３０へ出力する。
【００１７】
　データバッファ部１３０は、符号化後の画像データを一時保管し、システムコントロー
ラ１６０からの制御に基づいて画像データをシステムコントローラ１６０に出力する。ま
た、データバッファ部１３０は、画像符号化処理で必要となるバッファとしても機能する
。
【００１８】
位置検出部１４０は、主にＧＰＳアンテナ１４１、ＧＰＳユニット１４２、位置情報・時
刻情報生成部１４３、データバッファ部１４４などで構成される。ＧＰＳユニット１４２
は、複数の衛星から送信された衛星固有のＣ／Ａコード信号をＧＰＳアンテナ１４１を介
して受信し、各衛星から受信した信号のタイミングを基に各衛星までの擬似距離を算出し
て現在の位置および時刻を求める。
【００１９】
具体的には、ＧＰＳユニット１４２は、図示せぬ受信処理部、Ｃ／Ａコード生成部、シフ
トレジスタ、相関処理部、復調部、擬似距離算出部、現在位置算出部などで構成される。
受信処理部では、ＧＰＳアンテナ１４１で受信した信号に対して、ダウンコンバート、Ａ
／Ｄ変換等の所定の受信処理を行い、受信処理後の信号を相関処理部に出力する。Ｃ／Ａ
コード生成部では、衛星固有のＣ／Ａコードを生成して相関処理部に出力する。相関処理
部では、受信処理部から出力された信号に対して生成されたＣ／Ａコードをシフトレジス
タを介して相関処理を行うことで遅延プロファイルを求めると共に、逆拡散後の信号を復
調部に出力する。復調部では、データ復調処理を行う。擬似距離算出部では、取得した遅
延プロファイルや復調データを基に擬似距離及び現在の時刻を求めて現在位置算出部に出
力する。現在位置算出部では、既に取得している衛星の軌道情報等と、算出された擬似距
離とを用いて現在の位置を求め、得られた現在の位置及び現在の時刻に関する情報を位置
情報・時刻情報生成部１４３に出力する。
【００２０】
位置情報・時刻情報生成部１４３は、車速度を検出する車速センサや車体の方向を検出す
る方位センサからの情報と、ＧＰＳユニット１４２から出力された情報とを組み合わせて
、現在の位置を表す位置情報及び現在の時刻を表す時刻情報を生成してデータバッファ部
１４４に格納する。データバッファ部１４４は、システムコントローラ１６０からの制御
に基づいて位置情報と時刻情報をシステムコントローラ１６０に出力する。
【００２１】
システムコントローラ１６０は、各演算を行うＣＰＵ、プログラムを格納するＲＯＭ、作
業領域として設けられたＲＡＭやクロック生成回路などで構成されており、画像記録装置
１０００全体の管理及び制御を行う。



(6) JP 5187617 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

【００２２】
また、システムコントローラ１６０では、データバッファ部１４４から入力した現在の位
置情報及び時刻情報に基づいて、カメラ部１１０で画像データが取得された位置及び時刻
を求め、求めた位置及び時刻と画像データを関連付ける処理を行う。位置及び時刻と関連
付けられた画像データは、記録部１５０に出力されて一定期間記録される。
【００２３】
記録部１５０は、主にメモリーコントローラ１５１と情報記録媒体１５２で構成される。
メモリーコントローラ１５１は、情報記録媒体１５２へのデータの書き込みと読み込みを
制御する。システムコントローラ１６０から出力された画像データは、メモリーコントロ
ーラ１５１の制御にしたがって、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）などのストレージである情
報記録媒体１５２に位置及び時刻と関連付けられた状態で記録される。
【００２４】
電源管理部１７０は、外部バッテリーから供給された電力をシステムコントローラ１６０
からの制御に基づいて各部に供給する。ここで、外部バッテリーとしては車に搭載された
バッテリーが考えられ、シガーライター端子等を介して本発明の画像記録装置へ給電され
る。
【００２５】
外部出力インターフェース１８０は、装置内に蓄えられた画像データを外部に出力するた
めのインターフェースであり、本実施の形態では外部出力の形態としてメモリーカードを
想定している。この場合、外部出力インターフェース１９０は、メモリーカードの記録管
理を行うメモリーカードコントローラやメモリーカードスロットなどで構成され、記録媒
体１６２に記録されているデータをメモリーカードにコピー又は移動して記録する。その
他、外部出力インターフェース１８０は、ＵＳＢコントローラ（ＵＳＢは登録商標。以下
、省略）及びＵＳＢ端子などで構成されていても良く、ＵＳＢメモリーやＵＳＢ接続ＨＤ
Ｄなどの着脱可能な記録媒体へ画像データを移動させることができる構成であってもよい
。
【００２６】
画像表示部１９０は、主に表示制御部１９１と表示パネル１９２で構成される。表示制御
部１９１は、メモリーコントローラ１５１によって読み出された情報記録媒体１５２に格
納されているファイルの一覧等を、液晶パネルなどの表示パネル１９２で表示させる制御
を行う。
【００２７】
入力部２００は、使用者が入力を行うための入力手段であり、タッチパネルや入力キーと
いった操作盤２０１で入力された信号は入力インターフェース２０２を介してシステムコ
ントローラ１６０に伝えられる。
【００２８】
次に、記録される画像データの一例を説明する。図２は、情報記録媒体１５２に記録され
た画像データ一覧を画像表示部１９０で表示した図である。各画像データは、画像データ
が取得された位置と時間がファイル名と関連付けされた状態で記録されている。フォルダ
の一番上の画像データのファイル名は、N34”12’5262”_E132”36’1002”_T2007071013
12200_.jpgであり、これは北緯３４度１２分５２．６４秒、東経１３２度３６分１０．０
２秒、時刻２００７年７月１０日１３時１２分２０．０秒に取得された画像であることを
示している。最後の.jpgはＪＰＥＧ方式で圧縮された画像データであることを示している
。このように、それぞれの画像データは、画像データが取得された位置に関する情報及び
時間に関する情報と関連付けされて記録される。
【００２９】
次に、上記の画像記録装置で記録された画像データを用いた犯罪捜査協力のシステムにつ
いて図３を用いて説明する。
【００３０】
△△警察署の管轄エリア内で事件が発生した場合、△△警察署は事件発生位置と事件発生
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時間を含んだ事件ファイルを作成する。都道府県警は管轄の警察署から提出される事件フ
ァイルを纏め、公衆情報伝達媒体を介して各事件に対する情報提供を促す。ここで公衆情
報伝達媒体としては、インターネット、テレビ放送、ラジオ放送、新聞、携帯電話におけ
るマルチキャスト、ブロードキャストなどが考えられる。図４は、警察庁のＷｅｂサーバ
上にアップロードされたＷｅｂサイトの一例である。
【００３１】
Ｗｅｂサイトには、事件Ｎｏ、事件の種類、事件発生場所、事件発生時刻、情報提供謝礼
金、事件概要、募集情報の内容などの事件に関する情報が提示される。ここで情報提供謝
礼金は、事件解決後に事件解決に貢献した画像を提供した人に払われる金額である。これ
は、事件解決に最も貢献した画像を提供した人に払われても良いし、解決に役立った画像
を提供した複数の人に分配されても良い。また、金額が０円に設定されていても良い。ま
た、被害者や遺族が早期解決に向けて個人的な報奨金をこの部分に上乗せして設定するこ
とも可能である。例えば事件Ｎｏ：Ａ００３５の事件では、事件内容も当て逃げと軽微で
あり、昼間の新宿の交差点で発生しているため、情報提供者となりうる画像記録装置を積
んだ車は多く存在したと思われる。このような状況ではある程度低い金額設定でも有力な
情報は提供されると期待できる。また、車による事故や事件では、被疑車両の対向車線を
走る車から提供された映像には被疑車両のナンバープレートが移っている可能性が高く、
黒のワゴン車という目撃証言と合わせて迅速に犯人逮捕に繋げられることが期待できる。
一方、事件Ｎｏ：Ａ００３４の事件は、事件の種類が殺人事件と重犯罪であり、犯人の早
期逮捕が望まれる。また、事件発生時刻が深夜であり、情報提供が少ないことが想定され
るため、情報提供謝礼金が大きな金額に設定されている。
【００３２】
本発明の画像記録装置を搭載した車の保有者は、上記の事件発生場所近辺を事件発生時間
に運転していた場合、画像記録装置の記録部に記録されている画像取得位置と画像取得時
間とに対応付けされた画像データを警察に提出する。ここで提出方法としては、家庭の個
人パソコンにインストールされた専用ＦＴＰソフトを使って画像データをインターネット
回線を通じて提出しても良いし、交番や警察署に設けられた専用端末で提出できるように
しても良い。その他、画像回収の効率を上げるため、ガソリンスタンドや市役所等に情報
端末を設置し、画像データを提出できるようにしてもよい。提出された画像データは警察
庁のデータサーバに蓄積される。
【００３３】
警察署の捜査班は、提供された画像データを用いて情報を分析する。図５は、コンピュー
タ上で捜査用の専用ソフトウェアを起動させた時にＧＵＩ上で表示されるソフトウェア画
面である。以下、このソフトウェアについて説明する。
【００３４】
ユーザの指示で本ソフトウェアが起動されると、ＧＵＩ上に図５に示すソフトウェア画面
が表示される。ソフトウェア画面は、座標空間や画像を表示するためのメイン画面と、各
種設定を行うためのボタンが配置されたツールバーで主に構成される。ツールバーに配置
された各ボタン上でカーソルを合わせてクリックするとプルダウンメニューが開けるよう
に構成されている。以下、各ボタンの機能を説明する。
【００３５】
ファイルボタン５１０が選択されると、フォルダを選択する画面が開き、ユーザは画像デ
ータが格納されたフォルダを指定する。ここでフォルダに格納された画像データは、捜査
協力のために提供されたものであり、各画像データは画像取得位置及び画像取得時刻と関
連付けされている。
【００３６】
フォルダが指定されると、ソフトウェアはフォルダ内の各画像に関連付けされた位置と時
刻を参照して、メイン画面に設けられた座標空間上の対応する場所に画像データの存在を
示すアイコン（画像アイコン）を配置して表示する。座標空間としては、位置と時間を３
次元で表した座標空間か、所定の時刻で切り出した２次元座標かを選べる座標系ボタン５
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２０がツールバーに配置されている。
【００３７】
図５では、座標空間として３次元座標を選択し、３次元座標空間に画像アイコンを配置し
た状態を示した図である。５０１と５０２は同じ道路を走る２台の車に搭載した画像記録
装置でそれぞれ撮影された画像群を表す画像アイコンである。同じ道を走っているため、
同じ位置を時間がずれた状態で撮影された画像群となっている。５０３は停車している車
で記録された画像群を表す画像アイコンである。停止しているため時間が変化しても同じ
場所の画像を撮影し続けている。５０４と５０５は、同じ道路を反対向きに走る２台の車
からそれぞれ記録された画像群を表す画像アイコンである。同一道路を反対に走っている
ため、ある時間に同一位置で交差している。５０６は南東の方角へ移動中の車から撮影さ
れた画像群を表す画像アイコンである。なお、図６では、記録された画像が静止画像であ
るため、アイコンが円形であったが、動画像の場合は立体チューブ状のアイコンが表示さ
れる。これらのアイコンは、アイコンにカーソルを合わせてクリックすることでアイコン
に対応付けされた画像を表示することができる。
【００３８】
表示ボタン５３０には、画面の拡大・縮小を行う拡大ボタン・縮小ボタンや座標空間を３
６０度自由に回転させる回転ボタンがプルダウンメニューとして配置されている。
【００３９】
画像ボタン５４０は、選択された画像をメイン画面全体で表示するか、サブ画面を開いて
、その部分に画像を表示させるかを選ぶことができる。また、サブ画面表示を選択した場
合、サブ画面の数も選ぶことができ、同時に複数の画像を選んで表示させることも可能で
ある。図６のケースでは、サブ画面数が１に設定されているため、選択された画像がサブ
画面５９０に表示されている。また、サブ画面５９０の上部には表示中の画像に関連付け
された画像撮影位置と画像撮影時刻を表示できるスペースが設けられている。サブ画面５
９０で表示されている画像が、座標空間上のどの画像アイコンに対応しているかを示すた
め、専用アイコン５０７が画像アイコン上に表示されている。なお、サブ画面５９０で表
示中の画像に対応する画像アイコンの形状や大きさや色を変えることでサブ画面５９０に
表示中の画像がどの画像アイコンと対応しているかを視覚的に認識できるように構成され
ていても良い。
【００４０】
再生ボタン５５０は、画像の再生、逆再生、巻き戻し、早送り、停止、一時停止、コマ送
り、コマ戻り等を行うボタンが配置されている。ここで再生は、ある特定の画像記録装置
で記録された画像を時間に沿って再生する方法や、ある特定の位置に固定してその位置近
傍で記録された画像を時間に沿って再生する方法や、選択した画像を再生する方法などが
設定できるようになっている。また、２次元座標表示の場合は、再生されている時刻での
画像アイコンが２次元座標上に表示される。
【００４１】
地図ボタン５６０は、座標空間に地図情報を表示するかどうかを指定するボタンである。
ソフトウェアは、地図ボタンがＯＮに設定されると、地図情報を格納したフォルダから現
在の座標空間の位置及び縮尺と対応する地図を読み込み、座標上にアイコンと多重して表
示する。
【００４２】
ＳＩＭボタン５７０は、後述する容疑者等の逃走ルートのシミュレーションを設定するボ
タンである。
【００４３】
アドレス入力ボタン５８０では、ユーザが座標と時刻を直接入力することで表示させる画
像を選択するためのスペースが設けられている。
【００４４】
　図６は、ある時刻Ｔ＝Ｔｘの２次元表示での座標空間を表している。ここでは、画像ボ
タンがサブ画面を２つ表示するモードに設定されているため、メイン画面上にサブ画面６
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９０と６９１が２つ表示され、それぞれ指定された異なる画像を表示している。また、地
図表示をＯＮに設定しているため、画像の撮影された位置を表すアイコンと地図が多重さ
れて表示されている。格納されている地図情報において、道路に関する情報はノードやリ
ンクで記述されている。また地図情報には、信号機に関する情報も記録されている。ここ
で信号機に関する情報とは、信号機の番号、信号機の位置、信号機の状態（どの時間帯に
赤信号でどの時間帯に青信号であるかを記録した情報）などである。再生ボタンを操作す
ることで前後の時刻の状態や画像を表示することができる。
【００４５】
　次にシミュレーション機能に関して説明する。ＳＩＭボタン５７０が選択されると、図
７に示すシミュレーション設定画面が開かれる。設定画面では、事件発生の情報、逃走手
段、逃走方向、シミュレーション領域などを入力できる構成になっている。
【００４６】
ユーザは、容疑者の逃走経路や事件発生現場までの足取りを求めるために、第一に、事件
が発生した位置（座標）、発生時刻を入力する。次に、逃走手段の欄に、容疑者が逃走手
段として何を用いたかや、どれくらいの速度で逃走したかを仮定して入力する。逃走方向
やシミュレーション領域には、どれくらいの時間やどの領域に限定して容疑者の逃走経路
をシミュレーションするかを設定する。
【００４７】
容疑者の逃走に関するシミュレーション情報を設定して実行すると、ソフトウェアは入力
されたシミュレーション情報を基にして、地図情報に記録されているノードやリンクとい
った道路情報や、リンクのコスト、信号機に関する情報、当時の交通状態を表すＶＩＣＳ
情報（ＶＩＣＳは登録商標。以下省略。）などを参照しながら逃走経路をシミュレートし
、逃走経路を表すアイコンを画面上に表示させる。また、逃走経路をシミュレートした結
果、容疑者が写っている可能性のある画像をすべて抽出する。このようなシミュレーショ
ン機能を上手く駆使することで情報提供された画像の中から有効な画像を効率よく抽出す
ると共に、座標上で表示されたアイコンの分布状況からどの辺りの画像が少ないか等を効
率よく確認できる。
【００４８】
上記のプログラムの特徴を纏めると、以下の処理をコンピュータに実行させる。撮影され
た位置及び時刻と対応付けられた画像を表すアイコンを、時間軸と空間軸を含む第１の座
標空間に位置及び時刻に基づいて配置して表示させる。撮影された位置及び時刻と対応付
けられた画像を表すアイコンを、所定の時刻における空間軸を含む第２の座標空間に位置
及び時刻に基づいて配置して表示させる。ユーザの切り替え入力に基づいて、第１の座標
空間と第２の座標空間のどちらの座標空間を表示するかを切り替えさせる。ユーザの画像
表示入力に基づいて、指定された画像を表示させる。第１又は第２の座標空間に配置して
表示されたアイコンであって、画面に表示させている画像に対応するアイコンを、表示さ
せていない画像に対応するアイコンと異なるように表示させる。表示されている座標空間
の位置及び尺度に基づいて地図情報の中から該当する地図を読み込ませる。使用者の切り
替え入力に基づいて、読み込んだ地図を座標空間に多重して表示するかどうかを切り替え
させる。所定の条件を満たす動画像又は複数の静止画像を時間軸に沿って再生しながら表
示させる。また、ユーザによって選択されたアイコンとリンク付けされた画像を表示させ
る。ユーザによって入力された座標及び位置に基づいて、対応する画像を表示させる。事
件発生位置及び時刻を入力する入力画面を表示させ、入力された事件発生位置、発生時刻
、及び地図情報に基づいて、犯人の位置を推定し、座標空間に表示させる。また、推定さ
れた犯人の位置の範囲から犯人が写っている可能性がある画像を抽出させる。
【００４９】
以上のような処理を実行させるプログラムを用いることで、事件発生前後における事件発
生現場付近を通った車に搭載された画像記録装置で撮影された画像を効率よく分析するこ
とできる。そして、画像に偶然移った不審者を発見したり、犯人の逃走経路を特定したり
することができるため、事件の早期解決が期待できる。なお、確認済みの画像には、確認
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済みを表すフラグを取り付けられるように構成してもよい。このように構成することで、
画像データを重複して確認することがなくなるため、情報提供として寄せられた無数の画
像データを効率良く分析できる。なお、確認済みフラグが付けられた画像にリンク付けさ
れたアイコンを、座標空間で表示するかしないかを切り替える切り替え手段が備わってい
ても良い。また、確認済みフラグが付けられた画像にリンク付けされたアイコンを、フラ
グが付けられていない画像にリンク付けされたアイコンと異なるように座標空間上に表示
させる機能が備わっているとより効率的な分析が可能となる。この場合、例えば確認済み
フラグが付けられた画像にリンク付けされたアイコンを、半透明にしたり、色や形を変え
たりするようにしてもよい。
【００５０】
以上のように、本願第１の実施の形態における画像記録装置では、カメラ部のように画像
を取得する取得手段と、取得した画像を符号化する符号化手段と、画像取得時の位置及び
時刻を求める算出手段と、前記符号化された画像と前記求められた位置及び時刻とを関連
付けて記録する記録手段と、前記記録された画像を前記位置及び時刻と関連付けた状態で
出力する出力手段とを有する構成となっている。この構成により、撮影された画像は位置
と時間に対応付けられた状態で一旦装置内の情報記録媒体に保存され、必要に応じて対応
関係が保たれたまま外部へ出力できるため、複数の使用者から送られた画像を統合的に犯
罪捜査に活用できる。本画像記録装置を用いた犯罪捜査システムでは以下の点で大きな効
果を有する。
【００５１】
一般に監視カメラを取り付ける場合はプライバシーに関する問題が必ず浮上する。特に監
視カメラで取得された画像が国家によって一元的に管理されることは、たとえ罪を犯して
いなくても、常に自分の行動がモニタで誰かに監視されている可能性があるということが
大きなストレスとなりうる。
【００５２】
しかしながら、本発明の画像記録装置を用いて監視する場合、画像データは各画像記録装
置の所有者に分散して記録・管理され、必要に応じた時と場所に関する画像データのみ、
国家に提供されることになる。つまり、日常生活の中で自分の姿が高い頻度で画像データ
として記録されるが、自分の近くを通り過ぎた複数の車に搭載された画像記録装置にそれ
ぞれ数秒程度の時間ずつ分散して記録されることになる。従って、特定の人物が自分の行
動を監視し続けるといった状況にはならない。そして、各画像記録装置で記録される画像
は、画像記録装置の所有者であるドライバーが運転中に目に飛び込んでくる風景とほぼ同
一のものであるのだから、その風景をドライバーが画像データとして記録してもプライバ
シー侵害には繋がらない。従って、本発明の画像記録装置を用いた犯罪捜査協力の方法は
、警察等の国家組織が犯罪捜査のために街中に監視カメラを取り付ける方法と比べて、プ
ライバシー保護の観点からも大きなメリットがある。
【００５３】
また、本発明の画像記録装置は、一般的なカメラやビデオカメラなどを用いて撮影された
画像を犯罪捜査に用いる場合に比べても次の点で大きなメリットがある。一般的なカメラ
やビデオカメラは、撮影者が被写体を選定して撮影する。従って、撮影者が撮りたい画像
を撮影できるものの、逆に、撮影者が盗撮などの悪意を持って特定の人物を撮影する可能
性がある。このように、撮影する被写体に対して撮影者の意図が反映されることは、場合
によっては被写体のプライバシーの侵害に繋がるという可能性を否定することはできない
。通常、逃走中の犯人を偶然見かけたとしても、その時点ではその人物が犯人であると識
別できず、後で事件が起きたことを知って、ようやく偶然見かけた人物が犯人の可能性が
あったと言うことができる。換言すれば、撮影時に犯人に関する情報がないということは
意図を持って犯人を撮影することができないのだから、撮影者の意図を働かせて撮影でき
るビデオカメラ等は、逆にプライバシーの侵害の可能性を高めることになる。しかし、本
発明の画像記録装置は、車内のダッシュボードの上などに固定して設置されるため、特定
の人物を撮影するためには、車体ごとその人物の方向に向けなければならず、現実的には
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盗撮などのプライバシー問題には繋がらない。このように、本発明の画像記録装置は、事
件前や事件後の犯人のように、そもそも撮影者の意図を働かせて撮影することができない
被写体を偶然撮影することに適している。
【００５４】
このように、本発明の画像記録装置を用いれば、人物の姿が撮影者の意図を介さず偶然撮
影される状態で複数の装置に分散して記録されるため、一定のプライバシーが確保できる
。また、画像記録装置は、使用者が購入して設置するため、新たなインフラの整備や補修
等に費用が必要ないため、迅速な導入が可能である。また、使用者にとっても画像記録装
置を車内に設置することで、長期的な観点から治安が回復できると共に、通常のドライブ
レコーダやカーナビゲーションの補助として撮影した画像を活用できるため購入に大きな
メリットがある。また、必要に応じて警察から支払われる謝礼金によって画像記録装置購
入費用以上の金額を回収できる可能性があるため、購入するメリットも大きい。また、謝
礼金として払われる金額は、犯人が負担するように法律で設定すれば、国家予算を圧迫す
ることなく謝礼金を大きく設定できることで、画像収集率を向上させる相乗効果も期待で
きる。
【００５５】
なお、上記説明では、画像データのファイル名に画像データ取得位置及び取得時刻と対応
付ける処理を行う場合を説明したがこれに限るものではない。図８に示すような管理ファ
イルを別途作成することで対応付けても良い。管理ファイルには画像を特定するファイル
名、その画像が撮影された位置及び時間が対応付けられた状態で記録されている。また、
管理ファイルには、画像データの作成日、更新日、画像データの開始アドレス等も合わせ
て記録され、新たに撮影される画像や一定期間経過して消去される画像に伴って、管理フ
ァイルも逐次更新される。この管理ファイルは情報記録媒体内の管理ファイル用の専用記
録領域に記録されても良いし、画像データと同様通常の記録領域に記録されても良い。画
像データを外部へ出力する場合は、画像データと当該画像データの取得位置及び時刻との
対応付けが記録された管理ファイルも合わせて出力される。
【００５６】
また、画像データとは別に撮影位置及び撮影時刻と画像データの対応関係を記録した位置
時刻ファイルを別途作成する構成としても良い。データフォーマットとしては例えばＰＯ
ＩＸ（Point Of Interest Exchange Language）に準拠したもので作成されても良い。図
９は、位置時刻ファイルの一例である。Posタグには緯度（lat）と経度（lon）が、Time
タグには撮影時刻が記載され、imgherfタグに対応する画像のアドレスが記載される。ま
たauthorタグには画像記録装置の所有者を表す情報が記録される。これは装置固有の製造
番号を用いても良いし、使用者が自ら設定した固有の名前でもよい。Authorタグは、上記
で説明した操作分析用ソフトウェアにおいて、同一画像記録装置で撮影された画像を時間
軸に沿って再生する場合に参照する値として用いることができる。情報提供謝礼金を支払
う場合に、撮影者を特定する場合にも用いられる。警察内サーバには、authorタグに記載
された名前と、所有者の住所や連絡先、謝礼金振込み口座等の情報を対応付けた個人情報
管理ファイルが保管されており、個人情報管理ファイルを参照して謝礼金の振込みや商品
券の発送等が行われる。
【００５７】
また、動画像データと動画像データの撮影位置及び撮影時刻とを関連付ける場合は、例え
ば動画像データを構成する各ピクチャが取得された位置と時刻とを記載したファイルを生
成することで関連付けしてもよいし、動画像データのファイル名に、動画像データを代表
する単数又は複数の位置及び時刻に関する情報を関連付けしてもよい。
【００５８】
また、上記説明ではシステムコントローラ１６０が画像取得時の位置及び時刻を求める構
成を説明したがこれに限るものではなく、位置検出部１４０で画像取得位置及び画像取得
時刻を求める構成としても良い。例えば、カメラ制御部１１２は、シャッタータイミング
を表すシャッター制御信号を光学ブロック１１１及び位置情報・時刻情報生成部１４３に
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出力する。位置情報・時刻情報生成部１４３は、ＧＰＳユニット１４２で衛星からの信号
受信タイミング毎に得られる現在の位置及び現在の時刻を線形補間する処理を行い、シャ
ッター制御信号が入力された時点における位置及び時刻を求める。そして、求められた位
置及び時刻を画像が撮影された位置及び時刻として、撮影された位置を表す位置情報及び
撮影された時刻を表す時刻情報を生成し、データバッファ部１４４を介してシステムコン
トローラ１６０に出力する。システムコントローラ１６０は、データバッファ部１３０か
ら出力された画像データと、データバッファ部１４４から出力された画像取得位置を表す
位置情報及び画像取得時刻を表す時刻情報とを対応付けて記録部１５０に記録する。
【００５９】
また、画像データに位置情報及び時刻情報を多重することで対応付けても良い。画像デー
タに位置情報と時刻情報を多重する場合、画像データと位置情報及び時刻情報との対応付
けは画像符号化部１２０で行われる。従って、位置検出部１４０で生成された現在の位置
及び時刻を表す位置情報及び時刻情報はシステムコントローラの制御に基づいて画像符号
化部１２０へ出力される。画像符号化部１２０は、カメラ部１１０から出力された画像デ
ータに圧縮処理を行うと共に、位置検出部１４０から出力された位置情報及び時刻情報に
基づいて、画像データに多重する位置情報および時刻情報を求めて所定のフォーマットに
従って多重し、圧縮・多重後の画像データをデータバッファ部に出力する。多重・符号化
処理後の画像データは、記録部１５０に出力される。この時、１ピクチャが取得された位
置と時刻を位置情報及び時刻情報として１ピクチャに１つの割合で多重しても良いし、１
ＧＯＰ毎に代表する位置情報と時刻情報を多重しても良い。ここで代表する位置情報と時
刻情報とは１ＧＯＰの先頭ピクチャが取得された位置及び時刻としても良いし、１ＧＯＰ
に含まれる複数のピクチャが取得された位置及び時刻の平均を代表して多重しても良い。
また、１動画ストリームに代表する位置情報及び時間情報を多重しても良い。また、画像
の圧縮フォーマットとしてシステムヘッダやパックヘッダといった部分に位置情報と時刻
情報を記録する領域を設け、その部分に記載するようにしてもよい。
【００６０】
その他、画像データと撮影された位置及び時刻を表す位置情報及び時刻情報の対応付けを
行う専用の処理部を設けても良いし、メモリーコントローラが対応付けを行っても良い。
【００６１】
また、上記説明では時刻情報はＧＰＳ信号を基に位置検出部で求める構成を説明したが、
これに限定するものではなく、システムコントローラ内に設けた時計回路を用いて、画像
が取得された時刻を求めて画像データと関連付ける構成としてもよい。
【００６２】
また、カメラ部においてシャッターが切られた時点を画像が取得された時点として説明し
たがこれに限定するものではない。カメラ部１１０から画像符号化部１２０へ画像データ
が出力された時点としてもよいし、画像符号化部１２０で符号化処理が完了した時点とし
てもよいし、画像データに関連付けされる位置情報及び時刻情報が生成される時点として
も良い。
【００６３】
また、装置内に該当データがあるかどうかは、例えば画像表示部上に検索用ウィンドウを
表示し、使用者が入力手段を通じて位置と時間を指定することで記録部内に入力された条
件を満たす画像があるか無いかの検索を行う検索手段が備えられていても良い。
【００６４】
また、画像データを装置内に保存しておく期間としては、警察による事件特定や情報提供
を求めるまでの期間を鑑みて１～２週間以上の期間に渡って装置内に保存できることが望
ましい。１秒に1枚のペースで画像を１００キロバイトに圧縮した場合、２週間データを
記録し続けても１００Ｇバイト程度であるため、ＨＤＤストレージで充分記録が可能とな
る。画像を記録しておく期間は、ＨＤＤストレージの記録容量や画像符号化部で行われる
画像符号化における圧縮率などの関係で独自に設定される構成であってもよい。
【００６５】
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　（実施の形態２）
　実施の形態１に記載の画像記録装置では、画像データに画像データが取得された位置及
び時刻を関連付けて記録する。しかしながら、例えば反対車線を走ってすれ違う２台の車
に設置された画像記録装置で記録される２枚の画像は、撮影景色が大きく異なるにもかか
わらず、画像データに対応付けられる位置及び時刻はほとんど同じになってしまう。従っ
て情報提供された画像を分析する際にどの範囲の景色が撮影されているかを再度整理する
必要があり、この作業が煩雑であると同時に捜査の遅延を招く可能性があった。
【００６６】
上記第２の課題を鑑み、本発明の実施の形態２に係る画像記録装置は、画像を取得する取
得手段と、取得した画像を符号化する符号化手段と、画像取得時の位置、時間及び撮影方
向を求めて位置情報、時間情報及び方位情報を生成する生成手段と、前記符号化された画
像を前記位置情報、前記時間情報及び前記方位情報と対応付けて記録する記録手段と、前
記記録した画像を外部へ出力する出力手段を具備する。以下、図面を用いて詳細に説明す
る。なお、実施の形態１と同一の部分に関しては一部説明を省略する。
【００６７】
　図１０は、実施の形態２に係わる画像記録装置のブロック図である。位置検出部２１４
０は、撮影位置を表す位置情報や撮影時刻を表す時刻情報に加えて撮影方位を表す方位情
報を生成する。具体的には、内部のＧＰＳユニットで検出した現在の位置及び時刻を線形
補間し、カメラ部１１０から画像取得タイミングを表す信号が出力された時点の位置、時
刻、及び方位を算出して、それぞれ位置情報、時刻情報、方位情報を生成する。
【００６８】
ここで方位情報とは、地磁気を検出する地磁気センサなどで構成される方位センサで検出
された方位に基づいて生成される情報であり、例えば北、北西、西、南西、南、南東、東
、北東の８方向を表す３ビットの情報の形で表される。
【００６９】
生成された位置情報等は、データバッファ部１３０を介して画像符号化部２１２０に出力
される。画像符号化部２１２０は、カメラ部１１０から入力した画像データに通常の符号
化処理を行うと共に、位置検出部２１４０から入力した位置情報、時刻情報、及び方位情
報を画像データと多重する多重化処理を行う。多重化することによって取得された位置、
時刻、方位を示す位置情報、時刻情報、方位情報と関連付けされた画像データは、データ
バッファ部１３０を介して記録部１５０に出力される。
【００７０】
ここで、関連付けの方法としては、実施の形態１と同様、画像データのファイル名に上記
３つの情報を関連付ける方法や、管理ファイルを作成して関連付ける方法、画像データに
多重して関連付ける方法等どのような方法を用いても良い。
【００７１】
次に、画像符号化部２１２０においてカメラ部１１０で取得される動画像データに位置検
出部２１４０で生成される位置情報、時刻情報、及び方位情報を関連付ける方法について
説明する。図１１は、位置情報等が多重されて記録される動画像データのフォーマットの
概略の一例である。
【００７２】
動画データは、ＶＴＳと呼ばれるデータ単位で記録され、ＶＴＳを制御するための情報で
あるＶＭＧが先頭に取り付けられる。各ＶＴＳは、制御データとしてのＶＴＳＩ、メニュ
ー表示としてのデータであるＶＴＳＭ＿ＶＯＢＳ、映像表示のためのデータとしてのＶＴ
ＳＴＴ＿ＶＯＢＳ、及びＶＴＳＩのバックアップデータとしてのＢａｃｋｕｐ＿
ｆｏｒ＿ＢＴＳＩで構成される。ＶＴＳＴＴ＿ＴＴはＶＯＢＵを単位として読み書きが行
われる。１ＶＯＢＵには１ＧＯＰの画像が格納され、ＮＶ＿ＰＣＫ、Ｉ＿ＰＣＫ、Ｖ＿Ｐ
ＡＣＫで構成される。１ＧＯＰには、符号化方法が異なるＩピクチャ、Ｐピクチャ、Ｂピ
クチャが１５枚程度含まれる。各パックは、１つ若しくは複数のパケットで構成され、パ
ックヘッダに続いてパケットが配置される。パックヘッダには、パック開始コードやシス
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テム時刻基準参照値などが含まれ、パケットヘッダにはパケット開始コードやＰＴＳ、Ｄ
ＴＳなどが含まれる。ＮＶ＿ＰＣＫは、自身が属するＶＯＢＵ内の画像データの再生表示
制御を行うための制御データである。Ｉ＿ＰＣＫは、自身が属するＶＯＢＵ内の画像デー
タが取得された位置、時間、方位を表す情報が格納されている。Ｖ＿ＰＡＣＫは、ＧＯＰ
を構成するピクチャデータが格納されている。
【００７３】
ここでＩ＿ＰＣＫには、１ＧＯＰに対してそのＧＯＰを代表する位置、時刻、方位に関す
る情報が記録される。ここでＧＯＰを代表する位置、時刻、方位に関する情報とは、例え
ばＧＯＰ内で最初に表示される画像が取得された位置、時刻、方位に関する情報としても
良いし、１ＧＯＰを構成する複数のピクチャがそれぞれ取得された位置、時刻、方位を平
均化した値をＧＯＰを代表する位置、時刻、方位としてＩ＿ＰＣＫに記録されても良い。
１ＧＯＰの再生時間は、フレームレート３０Ｈｚ／ｓでは０．５秒程度であり、制限速度
６０ｋｍ／ｈで走行する車から撮影した場合、先頭のピクチャと最後のピクチャの位置の
ずれは１０ｍ以下になる。この値は、ＧＰＳによる位置検出の精度と大差は無いため、１
ＧＯＰ毎に位置、時間、方位の代表値を記録すれば十分である。
【００７４】
なお、上記の説明では、Ｉ＿ＰＣＫに１ＧＯＰを代表する位置情報、時刻情報、方位情報
を記録する場合を説明したがこれに限定するものではなく、Ｉ＿ＰＣＫに１ＧＯＰを構成
する複数のピクチャがそれぞれ取得された位置、時刻、方位を表す複数の位置情報、時刻
情報、方位情報を記録しても良い。
【００７５】
また、１つのＶ＿ＰＣＫに１つのＩ＿ＰＣＫが対応するように１ＶＯＢＵ内に複数のＩ＿
ＰＣＫを配置しても良い。この場合、１つのＩ＿ＰＣＫには対応するＶ＿ＰＣＫに格納さ
れた画像データが取得された位置、時刻、方位が記録される。
【００７６】
また、上記説明では、位置情報、時刻情報、方位情報を格納するためにこれらを格納する
パックを新たに設ける場合を説明したが、これに限定するものではなく、例えばＮ＿ＰＣ
Ｋ内にこれらの情報を記録する領域を設け、そこに記録しても良い。
【００７７】
また、上記説明では位置情報、時刻情報、方位情報をＶＯＢＵ以下の階層レベルで記録す
る場合を説明したが、これに限定するものではなく、ＶＴＳＩ内にこれらの情報を記録す
る領域を設けて記録しても良いし、ＶＭＧ内にこれらの情報を記録する領域を設けて記録
しても良い。この場合、それぞれＶＴＳに含まれる先頭と最後の２枚の画像に対してこれ
らの画像が取得された位置、時刻、方位の情報をＶＴＳＩ内に記録しても良い。
【００７８】
なお、上記説明では動画データに対応情報を多重する場合を説明したが、静止画像データ
に対応情報を多重することも当然可能である。例えば、ＪＰＥＧなどの静止画像データの
ヘッダ部分に対応情報を記録する領域を設けて、その部分に記録するように構成しても良
い。
【００７９】
　また、上記説明では、方位情報を３ビットで表したが、これに限定するものではなく、
０度から３６０度までの方角の値を９ビットで表して画像データと対応付けても良い。
【００８０】
　また、上記説明では、方位情報の求め方として、方位センサで検出された値から求める
場合を説明したがこれに限定するものではない。位置検出部２１４０内部のＧＰＳユニッ
トで求められた２つの時刻における位置の差分から方位を求めて方位情報を生成しても良
い。
【００８１】
また、方位情報はすべての画像に対応付けされている必要はなく、方位が変わった場合に
、画像データと方位情報を対応付けるように構成しても良い。
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【００８２】
以上のように、実施の形態２に係わる画像記録装置では、画像データと当該画像データの
取得位置、取得時刻、及び取得方位とを関連付けて記録しておく。通常、画像データに不
必要な情報を関連付けて記録することは情報記録媒体の記録容量を圧迫することに繋がる
ため好ましくない。しかしながら、複数の使用者から提出される画像データを犯罪捜査に
用いる場合、どの時間帯のどの領域を撮影した画像が提出されているかを特定できること
が、犯罪捜査の大きなメリットとなる。
【００８３】
　（実施の形態３）
　実施の形態１では、撮影された画像データと位置情報及び時刻情報とを画像データのフ
ァイル名や管理ファイル等で関連付けを行って記録し、必要に応じてメモリーカード等へ
画像データを出力する。しかしながら、装置内に記録する場合における関連付け方法と出
力する場合における関連付け方法が異なる方が望ましい場合がある。これは、装置内で画
像データを記録する場合は、前後の画像データとの関係などを用いて時刻情報や方位情報
を圧縮できるのに対し、出力される画像データは警察で犯罪捜査に用いられるため、前後
の画像データとの関係無しに単独で位置や時刻が特定できる方が望ましいためである。ま
た、異なる画像記録装置で記録された画像のファイル名同士が偶然一致しないように予め
処理が行われることが望ましい場合がある。
【００８４】
上記の点を鑑み、本発明の実施の形態３に係る画像記録装置は、画像データと位置情報及
び時刻情報とを第１の形式で関連付けて本体内に設置された記録媒体に記録する記録手段
と、前記画像データと位置情報及び時刻情報とを関連付ける形式を第１の形式から第２の
形式へ変換する変換手段と、第２の形式で位置情報及び時刻情報と対応付けられた画像デ
ータを着脱可能な記録媒体に記録する第２の記録手段を有する。以下、図面を用いて詳細
に説明する。なお、実施の形態１と同一の部分に関しては一部説明を省略する。
【００８５】
図１２は、実施の形態３に係わる画像記録装置３０００のブロック図である。図１の画像
記録装置１０００と比べて新たに変換部３２１０が追加されている。
【００８６】
変換部３２１０は、所定の形式で位置情報及び時刻情報と関連付けされて記録部１５０に
記録されている画像データを、上記の所定の形式とは異なる形式で画像データと位置情報
及び時刻情報と関連付ける変換処理を行う。
【００８７】
図１３は、変換前の対応関係と変換後の対応関係を示した図である。システムコントロー
ラ１６０は画像符号化部１２０で符号化された画像データを記録部１５０に記録する際に
、画像データのファイル名と画像データの取得時における位置情報、時間情報を管理テー
ブルで関連付けている。ここで画像のファイル名は、srdc00000X.jpgのように装置内で各
画像に一意に割り振られた名前である。
【００８８】
入力部２００を介して、記録部１５０に記録された画像データをメモリーカードにコピー
または移動を行う指示が使用者から入力された場合、記録部１５０に記録された画像デー
タは変換部３２１０に出力される。
【００８９】
　変換部３２１０では、図１３に示すように管理テーブルに記録された情報に基づいて、
画像データのファイル名を位置情報及び時刻情報と関連付けされた名前に変更する処理を
行う。なお、ここでは、画像データのファイル名に位置情報及び時刻情報に加えて、画像
装置のＩＤに関する情報と画像撮影方位に関する情報も含む形で関連付けされている。
【００９０】
　当該画像データの取得位置及び取得時刻との関連付け形式が変換された画像データは、
外部出力インターフェース１８０を介してメモリーカード等の記録手段に出力される。
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【００９１】
　以上のように、本実施の形態に係わる画像記録装置では、装置内に撮影した画像を記録
する場合における画像と当該画像の撮影位置及び撮影時刻とを関連付ける形式を、外部に
出力する場合における関連付け形式と異なるように変換する変換手段を備える。
【００９２】
　このような変換手段を備えることで、装置内に記録しておく場合と、情報提供する場合
とで、それぞれ適した形式で画像を保存しておくことができる。
【００９３】
なお、上記説明では、第一の形式を管理ファイルを用いて関連付ける形式、第二の形式を
ファイル名に画像取得位置と画像取得時刻に関する情報を含ませることで関連付ける形式
であるとして説明したがこれに限定するものではない。第一と第二の形式を逆のパターン
で関連付けしても良いし、その他画像データに位置情報及び時刻情報を多重して関連付け
る形式や、ＰＯＩＸファイルのように、別途関連付けを記録するファイルを用いる形式と
の間で変換しても良い。また、画像のファイル名に位置及び時刻を対応付ける形式から、
画像のファイル名に位置と時刻に加えて方位や固有ＩＤとを対応付ける形式に変換する構
成としても良い。
【００９４】
　第二の形式は、警察へ提出する際の関連付け形式であるため、他の画像記録装置から提
出される形式との間で差がでないように特定のフォーマットが設定されることが望ましい
。一方、第１の形式は、装置内におけるフォーマットであるため、各製造会社は、画像デ
ータと画像取得位置及び画像取得時刻とを関連付けするための独自のフォーマットを設定
することが可能である。
【００９５】
（実施の形態４）
本実施の形態４に係わる車載画像記録装置は、使用者の情報提供の負担軽減及び警察の情
報収集効率の向上を行うための機能を追加したものである。
【００９６】
実施の形態１に記載の車載画像記録装置で撮影された画像は、位置情報及び時刻情報と対
応付けられて記録されているため、警察等から画像提出の要請があった場合には、使用者
は、画像に対応付けられた位置情報及び時刻情報を参照して画像を提出することができる
。
【００９７】
しかしながら、使用者は、情報提供の協力要請がでているかどうかをテレビやインターネ
ットを使って自ら調べる必要がある。使用者の中にはこの作業に大きな負担を感じて情報
提供の協力要請の有無のチェックを行わないことも想定される。また、例えば良く知らな
い場所を車で旅行した場合などには、画像提出の要請がなされても自分がその場所を走っ
ていたことに気づかないという事態も考えられる。このような場合、たとえ車載画像記録
装置に事件解決の有力な画像が記録されていたとしても、使用者から警察への画像提出が
行われず、情報収集量が低下するといった課題が考えられる。
【００９８】
上記課題を鑑みて、本実施の形態４に係わる車載画像記録装置は、情報提供の要請に関す
る情報を受信する受信手段と、受信した情報に基づいて記録部に記録された画像の中に情
報提供の協力要請が行われている画像があるかどうかの検索を行う検索手段をさらに具備
する構成となっている。
【００９９】
そして、検索手段で行われる検索の結果、該当画像が存在していた場合は別途設けられた
通知手段により、該当画像が存在していたことを示す注意・喚起が使用者に行われること
になる。この構成によって、使用者は自ら情報提供の協力要請の状況を調べる必要がない
ため、使用者の負担が軽減されるとともに、使用者は確実に該当画像の存在の有無を認識
できる。結果、順調に情報提供が行われることが期待できる。
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【０１００】
以下、本実施の形態に係わる車載画像記録装置及び情報提供システムの具体的構成につい
て図を用いて詳細に説明する。なお、実施の形態１から３と同一の部分に関しては一部説
明を省略する。
【０１０１】
図１４は、本実施の形態に係わる犯罪捜査のための情報収集システムを表す概念図である
。図１４に示すように各都道府県警察は、管轄区域内の警察署や交番から寄せられた事件
ファイルを基に情報提供の協力要請に必要な情報（以下、事件関連情報と略す）を所定の
フォーマットで作成する。作成された事件関連情報は、その他事故に関する情報や渋滞に
関する情報と共に日本道路交通情報センターに通知される。ここで事件関連情報には、少
なくとも、位置に関する情報及び時間に関する情報が含まれる。
【０１０２】
図１５は、事件関連情報の一例である。管理ヘッダには、本事件関連情報自体を特定する
レポートＮｏ、どの領域で送信するかを表す送信エリア、送信媒体、送信期間、送信頻度
などが記載されている。ここでは、東京都で起きた事件に関する情報であるため、情報提
供可能な本発明の画像記録装置の使用者は関東圏に集中していると想定して、送信エリア
は東京・神奈川・千葉に限定されている。なお、テロなどの重大事件に関する場合は、送
信エリアは全国に設定することも可能である。また、送信期間は、交通渋滞に関する情報
などとは異なり、例えば一週間に１度程度くらいの頻度でしか車を運転しない人を想定し
て数日に渡って同じ情報を送信するように設定されている。送信期間中は、送信頻度に従
って繰り返し同一情報が送信される。
【０１０３】
事件の内容を表すデータは、頁ヘッダと頁データに記載される。頁ヘッダには、本事件関
連情報に含まれる何番目の事件かを表す頁Ｎｏ、警察が各事件を管理するための番号であ
る事件Ｎｏ、どの場所で撮影された映像に関して情報提供を求めているかを示す位置情報
、どの時間帯に撮影された映像に関して情報提供を求めているかを示す時間情報が格納さ
れている。ここで位置情報は、一定の範囲を指定ために座標１と座標２の２地点の座標を
表す座標情報で構成される。また、時間情報は、一定の範囲を指定するために時刻１と時
刻２の２つの時刻を表す時刻情報で構成される。ここで頁Ｎｏ１の事件に関しては、位置
情報は、東経１３２度４０分３０.００秒から東経１３２度４１分３０.００秒までの範囲
であって、北緯３４度０９分３０.２４秒から北緯３４度１０分００.２４秒までの範囲で
あるスクウェア内で撮影された画像が装置内に記録されているかの検索を行うための検索
用ワードとして用いられる。また、時間情報も同様に、２００７年７月１１日１６：１０
分から２００７年７月１１日１６：３０分の間に撮影された画像が装置内に記録されてい
るかの検索を行うための検索用ワードとして用いられる。
【０１０４】
　頁データ内には、事件内容を記述するためのデータが格納されている。これらの情報は
必要に応じて車載画像記録装置に設置された画像表示部で表示されるか、又はスピーカー
を通じて音声が再生されるといった形で用いられる。
【０１０５】
日本道路交通情報センターは、警察や道路管理者等から通知された事故情報、交通情報、
事件関連情報等を纏め、ＶＩＣＳセンターに提出する。ＶＩＣＳセンターは、日本道路交
通情報センターから提出された各情報を所定のフォーマットへ編集・変換処理を行ってＦ
Ｍ放送局等に提出する。
【０１０６】
ＦＭ送信局では、ＶＩＣＳセンターから受け取った情報を通常のＦＭ放送に周波数多重し
て送信する。また、ＦＭ放送局では、図示せぬ基準局で得られたＤＧＰＳ補正データも合
わせて周波数多重して送信する。このＦＭ多重方式はＤＡＲＣ方式（ＤＡＲＣは登録商標
。以下省略。）と呼ばれ、以下の規格に従って信号が多重化される。
副搬送波周波数：７６ＫＨｚ
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伝送レート　　：１６ｋビット／秒
変調方式　　　：ＬＭＳＫ変調
誤り訂正方式　：短縮化差集合巡回符号方式
【０１０７】
次に、車載画像記録装置の具体的構成について説明する。図１６は車載画像記録装置４０
００の構成を表すブロック図である。主な変更点は、上記のＦＭ多重信号を受信するＦＭ
放送受信部４２２０と画像の検索を行う検索処理部４２４０が新たに追加されている点で
ある。
【０１０８】
ＦＭ放送局から送信された信号は、ＦＭアンテナ４２２１を介してＦＭチューナー部４２
２２に出力される。ＦＭチューナー部４２２２では、増幅処理、ＩＦ周波数へのダウンコ
ンバート、ＦＭ検波処理等を行い、ＦＭ検波後の信号を分離抽出部４２２３に出力する。
【０１０９】
分離抽出部４２２３は、ＦＭチューナー部４２２２から出力された信号に対してバンドパ
スフィルタを用いてステレオ信号と多重信号とに分離し、多重信号を抽出して復調部４２
２４に出力する。復調部４２２４では、抽出された多重信号に対してＬＳＭＫ復調処理を
行い、デコーダ部４２２５に出力する。
【０１１０】
デコーダ部４２２５は、復調部４２２４から出力された信号に対して復号処理を行う。図
１７に、ＦＭ多重信号のフォーマットを示す。１フレームは２７２ブロックで構成され、
各ブロック先頭には同期用のＢＩＣ（ブロック識別符号）が配置されており、ブロック後
方には誤り検出用のＣＲＣ及び誤り訂正用のパリティビットが配置されている。また、２
７２ブロックのうち、８２ブロックにはパリティパケットが配置されている。デコーダ部
４２２５はＢＩＣを用いてフレーム同期及びブロック同期を取り、パリティビットおよび
パリティパケットを用いて横方向と縦方向の２重の誤り訂正処理を施した後、データ部分
を抽出してバッファーメモリ部４２３０に出力する。ここでデータにはＤＧＰＳ補正デー
タ、ＶＩＣＳデータなどが含まれ、ＶＩＣＳデータには事故情報、渋滞情報、駐車場空き
状況などに関するサービス情報、広告などの商業情報、などの既存の情報に加えて新たに
警察から要請された情報提供のための事件情報が含まれる。
【０１１１】
図１８は、ＤＡＲＣ方式で送信されるＶＩＣＳデータのデータフォーマットの一例を示し
ている。ここでは、ＶＩＣＳデータのうち、事件情報が送信された時のデータフォーマッ
トを表している。先頭の番組ヘッダは番組の対象を特定する情報であり、渋滞情報、事故
情報、商業情報、ニュース、天気予報及び事件情報などのサービス種別を特定するための
サービス識別コードが含まれる。また、番組ヘッダには、同一サービス内での何番目の番
組かを示す番組番号や当該番組の頁数を表す総頁数情報が含まれる。ここで送られるデー
タが事件情報の場合は、サービス識別コードＳＩは、事件情報用に割り振られた値であり
、番組番号は、警察から日本道路交通情報センターに通知された事件関連情報内に記され
たレポート番号である。
【０１１２】
番組ヘッダに続く各頁にはそれぞれ１つの事件に関する情報が記されている。各頁は頁ヘ
ッダと頁データとから構成される。頁ヘッダには、頁番号の他、事件を特定するための事
件番号、画像提出を求める範囲を特定するための位置情報及び時間情報などが記されてい
る。これらの情報は、後述する検索処理部において行われる記録している画像データの中
に指定された位置及び時間の範囲で撮影された画像データが存在するかどうかの検索に用
いられる。
【０１１３】
位置情報及び時間情報にそれぞれ含まれる位置指定種別及び時間指定種別は、それぞれ画
像提出を求める範囲を指定する指定方法を示している。図１９に位置指定種別と位置指定
方法の対応関係を示す。
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【０１１４】
位置指定種別は３ビットで表され、ビットが０００の場合は、図１９に示すように２つの
緯度情報と２つの経度情報を用いた指定方法であることを示している。この場合、画像提
出を求める領域は、これらの４本の線で囲まれる範囲内で記録された画像となる。ビット
が００１の場合は、２つの座標情報を用いた指定方法であることを示しており、２つの座
標を対角線上の頂点とする正方形で囲まれる領域が画像提出を求める領域となる。ビット
０１０の場合は、１つの座標と、その座標を中心とする円の半径を用いた指定方法であり
、この円領域内で記録された画像データが画像提出の対象となる。ビット０１１は、１つ
の座標と、この座標を中心とする正方形の一辺の距離を用いた指定方法である。ビット１
００は、ＶＩＣＳリンク番号を用いた指定方法であり、位置情報として記された単数又は
複数のＶＩＣＳリンク番号で表される道路上で撮影された画像データが画像提出の対象と
なる。ビット１０１は、ＶＩＣＳノード番号及びホップ数を用いた特定方法であり、１つ
のノード番号と、そのノードからホップ数に記された数だけ離れたノードまでを結ぶすべ
てのリンク上で撮影された画像データが画像提出の対象となる。ビット１００とビット１
０１の指定方法では、例えばナビ研Ｓ規格準拠の地図データが装置内の情報記録媒体に記
録されており、撮影される画像データはＶＩＣＳリンク番号を位置情報として対応付けさ
れておくことが望ましい。装置内の検索手段では、画像データに対応付けされたリンク番
号の中に、事件情報の位置情報として通知されるリンク番号又はノード番号とホップ数か
ら求められる複数のリンク番号と等しいものがあるかどうかの検索が行われる。ビット１
１０は、１つの座標と、予めデフォルトで設定されている距離に基づいて領域を特定する
方法である。例えばデフォルトの距離として２ｋｍが設定されている場合、指定された座
標を中心として東西南北に２ｋｍの範囲内で撮影された画像データが画像提出の対象であ
ることを示している。また１１１は、今後の指定方法として予約されている。その他、図
葉番号を位置情報として送信し、装置内の検索手段は、装置内の情報記録媒体に記録した
地図データの中から受信した図葉番号に対応する図葉を読み出し、この図葉で特定される
範囲内で撮影された画像があるかどうかの検索を行っても良い。
【０１１５】
時間指定種別は２ビットで表され、ビット００は、図１８のように時間帯を指定するため
の２つの時刻情報が、ビット０１は１つの時刻情報と時間間隔情報が記されている。ここ
で時刻情報は年月日まで含んだ時刻であり時間間隔情報は例えば２時間といったような値
である。ビット１０と１１は、今後の指定方法として予約されている。なお、位置情報及
び時間情報に基づいて検索範囲をどのように特定するかを送信側と受信側で予め定めてい
る場合は、位置指定種別と時間指定種別は送信する必要は無い。
【０１１６】
頁データには、各事件の発生時刻、発生場所、事件内容といった事件に関する情報の他、
警察によって設定された情報提供謝礼金などに関する情報などが記されている。頁データ
に記された情報は、受信処理装置で必要に応じて画像又は音声という形態で使用者に通知
される。
【０１１７】
システムコントローラ４１６０は、データバッファ部４２３０に一時記録されるＶＩＣＳ
データのうち、ヘッダ部分に記されたサービス識別コードに基づいて、事件情報を抽出し
、事件情報を検索処理部４２４０に出力する。また、システムコントローラ４１６０は記
録部４１５０に後述する事件情報管理ファイルを検索処理部４２４０へ出力させる制御を
行う。
【０１１８】
記録部４１５０内のメモリーコントローラ４１５１は、システムコントローラ４１６０か
らの指示に基づいて、情報記録媒体４１５２に記録している事件情報管理ファイルを読み
込み、検索部４２４０へ出力する。
【０１１９】
図２０に、事件情報管理ファイルの一例を示す。事件情報管理ファイルは、過去に受信し
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て情報記録媒体４１５２内に記録している事件情報を管理するテーブルである。レポート
Ｎｏは、図１８の番組番号に記された値であり、受信した事件情報が始めて受信された事
件情報であるか、既に受信・記録した事件情報であって繰り返し送信された事件情報であ
るかを特定するために用いられる値である。
【０１２０】
検索処理部４２４０は、第１に、システムコントローラ４１６０から出力された事件情報
と、記録部４１５０から出力された事件情報管理ファイルとに基づいて、システムコント
ローラ４１６０から出力された事件情報と同一の事件情報が過去に受信されているかどう
かの検索を行い、検索結果をシステムコントローラ４１６０に出力する。過去に同一の事
件情報が受信されている場合は、事件情報に含まれる各事件の位置情報及び事件情報で指
定された領域及び時間帯で撮影された画像が記録されているかどうかの検索が既に行われ
ているため、検索処理部４２４０は、電力節約の観点から再度の画像検索は行わず事件情
報を破棄して待機状態に戻る。
【０１２１】
一方、第１の検索の結果、事件情報が今回初めて受信された事件情報であった場合は、シ
ステムコントローラ４１６０は、事件情報をメモリーコントローラ４１５１に出力して情
報記録媒体４１５２に記録させる。また、システムコントローラ４１６０は、事件情報を
特定するレポートＮｏ、事件情報のファイル名、記録日時、格納場所等を事件情報管理フ
ァイルに記録・更新してメモリーコントローラ４１５１に出力し、情報記録媒体４１５２
に事件情報管理ファイルを記録させる。
【０１２２】
次にシステムコントローラ４１６０は、情報記録媒体４１５２に記録されている画像デー
タとその画像データが取得された位置及び時間との対応関係を記した管理ファイルを検索
処理部４２４０へ出力させる処理を行う。ここで管理ファイルは図４に示すように、画像
データのファイル名、画像データが取得された、緯度や経度のような位置情報、撮影され
た時刻などが対応付けされた状態で記録されているテーブルである。検索処理部４２４０
は、事件情報と管理ファイルとに基づいて、事件情報に含まれる各事件の位置情報及び事
件情報に基づいて特定される領域及び時間帯で撮影された画像が記録されているかどうか
の検索を行い、検索結果をシステムコントローラ４１６０へ出力する。システムコントロ
ーラ４１６０は第２の検索の結果、該当画像が存在しない場合は、一連の処理を終了し、
待機状態に戻る。一方、システムコントローラ４１６０は、第２の検索の結果、該当画像
が情報記録媒体４１５２に記録されている場合は、該当するすべての画像を抽出し、抽出
した画像を外部出力インターフェース１８０を通じてメモリーカード等にコピー又は移動
させる制御を行う。また、システムコントローラ４１６０は、事件情報に含まれる事件内
容を記述するためのデータ部分であって、検索の結果、該当画像が記録部内に存在した事
件に関するデータ部分をＶＩＣＳ描画部４２５０に出力する。
【０１２３】
ＶＩＣＳ描画部４２５０は、システムコントローラ４１６０から出力される事件内容を記
述するためのデータを入力し、所定の形式に従って描画を行い画像表示部１９０で表示さ
せる。
【０１２４】
次に、上記各部で行われる処理の流れについて説明する。図２１は、一連の処理の流れを
説明したフロー図である。システムコントローラは、データバッファ部内のＶＩＣＳデー
タを読み込み、サービス識別コードを基づいて事件情報であるかどうかを判断する（ＳＴ
００１）。データバッファ部に一時記録されたＶＩＣＳデータが事件情報ではない場合は
新たにＶＩＣＳデータが受信されてデータバッファ部に一時記録されるまで待機する。
【０１２５】
データバッファ部に一時記録されたＶＩＣＳデータが事件情報であった場合は、検索処理
部はシステムコントローラから出力される事件情報と記録部から出力される事件情報管理
ファイルとに基づいて、既にこの事件情報を過去に受信しているかの検索を行う（ＳＴ０
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０２）。より具体的には事件情報に含まれる番組番号と同一の番号が事件管理ファイルに
記録されているかどうかの検索を行う。事件管理ファイルに同一の番組番号が記録されて
いた場合には、この事件情報を破棄し、検索処理を終了する。
【０１２６】
一方、検索の結果、この事件情報を過去に受信・記録していなかった場合は、システムコ
ントローラは、この事件情報をメモリーコントローラを介して情報記録媒体へ記録し（Ｓ
Ｔ００３）、事件情報管理ファイルを更新する（ＳＴ００４）。
【０１２７】
次に、検索処理部は、事件情報の各頁ヘッダに記録されている位置情報及び時間情報に基
づいて、情報記録媒体内に記録された画像データの中に位置と時間の条件を満たす画像が
あるかどうかの検索を行う（ＳＴ００５）。より具体的には、検索処理部は、情報記録媒
体に記録されている画像のファイル名及びその画像が撮影された位置及び時間に関する情
報が記されている管理ファイルをメモリーコントローラを介して読み込み、事件情報に記
された位置と時間の条件を満たす画像があるかどうかの検索を行う。例えば事件情報に記
された位置と時間の条件が、緯度３９．０００度から緯度３９．１００度の間であって、
経度１３５．０００度から１３５.１００度の間の範囲の位置でかつ、２００７年７月１
１日１８時００分から１９時００分の範囲であったとする。この場合、時刻２００７年７
月１１日１８：３０分００・０秒に緯度３９・０４０度、経度１３５・０６０度で撮影さ
れた画像が記録されていた場合は検索の結果、該当画像有りと判断される。
【０１２８】
検索処理部は検索結果をシステムコントローラに返し、検索の結果、提出要請が出されて
いる画像が有った場合には、システムコントローラからの制御に基づいて記録部から該当
画像がすべて抽出され、外部出力インターフェースを通じてメモリーカードに出力される
（ＳＴ００６）。
【０１２９】
また、検索の結果、該当画像があった場合は、画像表示部や図示せぬ音声出力部などで使
用者に警察から提出要請が出されている画像が画像記録装置内に存在していることを知ら
せる注意喚起を行う（ＳＴ００７）。さらに、該当画像を抽出してメモリーカード等の記
録媒体に出力したことを合わせて通知する。
【０１３０】
その後、事件情報に含まれるすべての事件に関して検索が終了した場合は、処理が終了と
なる。検索が終了していない事件が残っている場合は、ＳＴ００５に戻り、すべての事件
に関して検索が終了するまで繰り返し検索が行われる。
【０１３１】
以上のように、本実施の形態に係わる画像記録装置では、実施の形態１から３の画像記録
装置の構成に加えて、画像提供が求められている位置範囲及び時間範囲を表す情報を含ん
だ事件情報を受信する受信手段をさらに備え、受信した事件情報に基づいて、画像データ
を取得位置及び取得時間と関連付けされた状態で記録する記録手段に画像提供が求められ
ている画像データが記録されていないかどうかの検索を行う検索手段をさらに備える構成
となっている。この構成により、受信された事件情報を基に該当画像が存在するかどうか
の検索が自動で行われ、存在する場合は使用者に喚起が行われるため、使用者は警察から
の情報提供要請の状況を自ら調べる必要が無い。そして、使用者は、注意喚起が行われた
場合に、最寄りの交番やコンビニエンスストアに設置された専用端末で画像データを警察
に提出するだけでよいため、使用者の負担が大幅に減ることになる。結果、情報提供が効
率よく行われ、検挙率向上が期待できる。
【０１３２】
なお、上記説明では、検索手段として新たに検索回路で構成される検索処理部を別途設け
る場合を説明したが、これに限定されるものではなく、検索プログラムを用いてシステム
コントローラ内のＣＰＵが検索処理を行うように構成されていてもよい。この場合、第１
及び第２の検索処理、事件情報管理ファイルの作成・記録・更新、管理ファイルの作成・
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記録・更新、該当画像データの抽出等のすべての処理をシステムコントローラが行うこと
になる。
【０１３３】
また、上記説明では、事件情報管理ファイルを用いて該当画像データの検索を行う前に同
一の事件情報を既に受信しているかどうかの検索を行う構成を示したが、これに限定する
ものではない。事件情報を受信する度に、位置情報及び時刻情報に対応付けられて記憶さ
れている画像の中に、事件情報に記された位置と時間の条件を満たす画像があるかどうか
の検索を行う構成としてもよい。この構成により、検索を一本化することができる。
【０１３４】
また、上記説明では、第１の検索として、事件情報に含まれる番組番号を用いて同一の事
件情報を既に受信しているかどうかの検索を行う構成としたが、これに限定するものでは
ない。例えば、事件情報に含まれる各事件を特定するための事件番号に基づいてその事件
に関する検索が既に行われているかどうかの検索を行う構成であってもよい。この場合、
事件情報管理ファイルには、受信した事件情報に含まれる事件を特定するための事件番号
が記録・更新される。検索処理部は事件情報管理ファイルに記された事件番号の中に、シ
ステムコントローラから出力された事件情報に含まれる事件番号があるかどうかの検索を
行う。同一の事件番号が事件管理ファイル内に記録されていた場合は、この事件に関して
過去に該当画像があるかどうかの検索が行われたものとして検索を行わず、次の事件の検
索に移る。このように事件単位で管理する構成とすることで、より効率的な検索手順とす
ることができる。
【０１３５】
また、上記説明では、事件情報管理ファイル、画像管理ファイルを参照して事件情報に記
された位置と時間の条件を満たす画像があるかどうかの検索を行う構成を示したが、これ
に限定するものではない。記録部に記録された事件情報ファイル、位置情報及び時刻情報
と対応付けされた画像データを直接読み込んで、位置情報及び時刻情報と対応付けられた
ファイル名やヘッダ情報などを参照して該当画像データがあるかどうかの検索を行っても
よい。
【０１３６】
また、事件情報には、位置指定種別や時間指定種別は含まれない構成でもよい。予め一意
に定められた位置及び時間の指定方法で送信される構成であってもよい。
【０１３７】
また、上記説明では事件情報がＦＭ多重放送で送信される場合を説明したが、これに限定
するものではなく、光ビーコン、電波ビーコン、デジタル放送、携帯電話網を用いたＭＢ
ＭＳなどで送信される構成であってもよい。この場合、図１６のＦＭ報送受信部は、それ
ぞれ光ビーコンの受信・復号処理を行う光ビーコン受信処理部、電波ビーコンの受信・復
号処理を行う電波ビーコン受信処理部、デジタル放送の受信・復号処理を行うデジタル放
送受信処理部、携帯電話と接続する接続コネクタ等で構成されるインターフェースなどに
それぞれ置き換えられる。さまざまな情報伝達媒体を用いて事件情報が送信されることで
、事件情報がより確実に画像記録装置に通知されるため、情報収集効率を向上させること
ができる。
【０１３８】
また、上記説明では、事件情報はＶＩＣＳデータの１つとして説明したが、これに限定す
るものではなく、情報収集のための新たな専用情報として定義し、事件情報がＦＭ電波や
ビーコン等を用いて送信される構成であってもよい。既に確立されたＶＩＣＳ技術を用い
ることで速やかに本情報収集システムを導入することができるが、新たな専用技術を開発
することで、より情報収集に適したシステムとすることが可能である。
【０１３９】
また、事件情報の送信フォーマットは上記説明のフォーマットに限るものではなく、既存
のフォーマットを利用してもよいし、図２２のように新たなフォーマットで送信されてい
てもよい。図２２のフォーマットでは、先頭に同期用のプリアンブルビットが配置され、
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ヘッダ部、データ部に続いて後端に誤り検出用のＣＲＣビットが配置されている。ヘッダ
部には、事件情報であることを識別するための情報種別、本データが提供された時刻を表
す提供時刻、フレーム分割の有無と各フレームを識別するためのフレームＩＤ、データ部
に記録されている有効データ長などが含まれる。データ部には、各事件に対する位置情報
及び時刻情報が配置され、装置内の検索処理部では、このデータ部に記述された位置情報
及び時刻情報に基づいて、これらの情報から特定される位置範囲内及び時間範囲内で取得
された画像データがあるかどうかの検索処理が行われることになる。検索の結果、該当画
像が存在した場合は、画像表示手段や、音声出力手段を用いて使用者にそのことを通知し
、画像提出を使用者に促す。このように送信される事件情報のデータ部に検索を行うため
の位置及び時刻に関する情報を含む構成であってもよい。
【０１４０】
（実施の形態５）
本実施の形態５に係わる画像記録装置は、実施の形態４に係わる車載画像記録装置で記録
する画像に優先度を振り当て、画像データの消去タイミングを制御する構成を追加したも
のである。
【０１４１】
実施の形態４の画像記録装置では、ＦＭ多重放送などで受信した事件情報を基に、提出要
請が出されている画像が記録されているかを検索し、該当領域及び時間帯に撮影された画
像が記録されていた場合は、該当する静止画像及び動画像を提出することができる。
【０１４２】
ここで、事件によっては提出された画像だけでは事件解決に至らない場合が考えられる。
この場合、更なる参考情報を求めて最初に事件情報で記述した領域及び時間帯よりも広げ
て再度情報提供を求めるケースが想定される。しかしながら、再度情報提供を求める時点
では、画像取得時から既に長い日時が経過し、装置内の情報記録媒体の記録容量の都合上
、消去されてしまうことが考えられる。
【０１４３】
すなわち、コストなどの現実的な観点から、情報記録媒体の記録容量は数十ギガバイトか
ら数テラバイト程度になることが想定されるが、この記録容量では、画像符号化部におけ
る画像圧縮の圧縮率にも依存するが、せいぜい画像データを１ヶ月程度の長さまでしか保
存できない。しかしながら、事件によっては解決まで数ヶ月以上かかることもあり、再度
追加の情報提供を促しても、既に画像が消去されていることが容易に想定される。
【０１４４】
このような、問題を避けるためには、予め最初の情報提供を求める範囲を十分広く設定す
る方法が考えられる。しかしながらこの方法では、使用者は、不必要に画像提出の機会を
求められることが多くなるため、結果として情報提供の効率が逆に悪化することが想定さ
れる。
【０１４５】
そこで、本実施の形態に係わる画像記録装置では、画像データを記録した記録部において
、一定期間経過した画像データを自動的に消去する消去手段と、受信した事件情報に基づ
いて、前記消去手段で消去する順序を変更する変更手段とをさらに備える構成としている
。以下、図１６に示す画像記録装置４０００を援用して詳細に説明する。
【０１４６】
　検索処理部４２４０では、ＦＭ放送受信部等で受信した事件情報に含まれる位置情報及
び時間情報に基づいて特定される位置及び時間の範囲内で取得された画像データが記録部
４１５０に記録されているかどうかの第１の検索を行う。例えば事件情報に記される情報
提供の範囲及び時間帯が緯度３９.３０度から３９．４０度、経度が１３５．３０度から
１３５．４０度、時間帯が７月１１日１２時００分から１３時００分であったとする。検
索処理部４２４０では、この領域及び時間帯で撮影された画像が記録されているかどうか
の検索を行う。この時、該当画像データが記録部４１５０に記録されている場合は、該当
画像データを警察へ提出するため、画像データはインターフェースを介して外部へ出力さ
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れる。
【０１４７】
　ここで、事件情報で特定される領域及び時間帯の周辺で撮影された画像は、事件の捜査
状況によっては、追加で提出要請が出される可能性が高い。そこで検索処理部４２４０は
、受信した事件情報に基づいて、所定の期間以上に渡って記録しておく画像データがある
かどうかの検索を行う。上記の例では、事件情報に記される情報提供の範囲及び時間帯を
広げて、緯度３９．２０度から３９．５０度、経度１３５．２０度から１３５．５０度、
時間帯が７月１１日１１時００分から１４時００分の間の領域及び時間帯で記録されてい
る画像データがあるかどうかの第２の検索を行う。ここで事件情報に記される情報提供の
範囲及び時間帯からどれだけ広げて第２の検索を行うかは、事件情報内に広げる範囲を特
定する情報が含まれていても良いし、画像記録装置が独自に判断する構成であっても良い
。
【０１４８】
　第２の検索の結果、該当する画像データが存在した場合は、それらの画像データの消去
を禁止するフラグをつけて管理する。図２３は、画像データの消去を制御するフラグを合
わせて管理する管理ファイルの一例である。フラグが１の画像データは、追加で情報提供
要請がある可能性があるために消去が禁止されていることを表している。ここでsrdc0000
1.jpgなどの画像データは、フラグの値が０であり、作成日時も古いため、所定の期間が
経過した場合、srdc00001.jpgから順次消去されていく。scr04499.jpgまで消去された後
、srdc04500.jpgからsrdc05670.jpgは、所定の期間が過ぎても消去禁止のフラグが立って
いるため、消去されない。その後、srdc5671.jpg以降の画像データは、消去禁止フラグが
たっていないため、所定の期間が過ぎると自動的に消去される。これらの管理ファイルの
更新や画像データの消去等は、システムコントローラが行ってもよいし、別途これらの消
去管理及び消去処理を行う処理部を設けてもよい。
【０１４９】
以上の構成によれば、例え最初の画像提出要請で提出された画像データから事件解決がで
きなくても、再度広範囲に渡って追加の情報提供を促すことができる。そして、その時点
でも装置内における画像データの保持管理機能により、有用な画像データが残されている
可能性が高いため、事件解決の効率を上げることができる。
【０１５０】
　なお、事件情報に記される情報提供の範囲及び時間帯をどこまで広げて、画像データを
消去禁止で保存するかは各装置が記録容量の関係等から設定する構成であってもよい。例
えば、情報記録媒体の記録容量が２０Ｇバイトしかない場合、消去禁止のファイルが多く
残存するとその後の画像データの記録が圧迫されるため、位置範囲は事件情報に記された
領域と同じ範囲であって、時間帯は事件情報に記された時間帯よりも前後に１０分だけ広
げた範囲で撮影された画像データに関してのみ消去禁止フラグをたててもよい。また、１
Ｔバイト程度の大容量の情報記録媒体を用いている場合は、事件情報に記された領域より
も東西南北に＋５ｋｍ、時間帯も前後に１時間といった余裕のある範囲で撮影された画像
データは消去禁止で保持しておく構成でもよい。また、画像データを消去禁止するために
事件情報に記される情報提供の範囲及び時間帯をどこまで広げるかの設定値は、予め固定
された値を用いてもよいし、情報記録媒体の空き容量に基づいて動的に設定されるように
構成してもよい。
【０１５１】
また、上記説明では、第２の検索における検索条件に該当した画像データは消去を禁止す
るフラグをたてる場合を説明したが、これに限定するものではなく、保存期間を延長する
構成としてもよい。例えば、通常の画像データを記録保存しておく期間を３週間と設定し
、第２の検索で抽出された画像データは、記録保存しておく期間を６週間に延長する構成
としてもよい。この場合、同様にフラグをたてることで通常の期間で消去する画像データ
であるか、延長した期間後に消去する画像データであるかを特定する構成であってもよい
。情報記録媒体内の画像保存期間を管理する管理手段は、管理ファイルに記録された画像
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データの作成日時にフラグの値に応じた期間を足した日時が現在の日時を越えているかど
うかの判断をする。例えば図２３に示すsrdc000001.jpgの画像データの場合は、作成日時
の７月１０日１３時１２分２０秒に、フラグ０に対応する３週間の期間を足した日時であ
る７月３１日１３時１２分２０秒が現在の時刻よりも前であるか後ろであるかを調べる。
現在の時刻よりも前である場合は、保存期間を超えたものとしてsrdc000001.jpgの画像フ
ァイルを消去する。同様に、srdc00450.jpgの画像データの場合はフラグが１に設定され
ているため、作成日時に６週間の期間を加えた日時が現在の日時を超えているかを調べ、
必要に応じて消去する。
【０１５２】
また、上記説明では、事件情報に含まれる画像提出要請の範囲を特定するための位置情報
および時間情報から、装置が自動的に設定する方法を説明したがこれに限定するものでは
ない。ＦＭ多重放送などを用いて、これらの設定情報を通知する構成であってもよい。図
２４及び図２５は、これらの情報を送信する送信フォーマット及びこれらの情報を特定す
るための図である。
【０１５３】
図２４に示すフォーマットでは、図１８に示すフォーマットに加えて、頁ヘッダ部分に新
たに情報種別が含まれている。図２５に情報種別の一例を示す。情報種別は３ビットで特
定される。情報種別ビットが０００の場合は、後に続く位置情報及び時間情報の範囲で撮
影された画像の提出要請であることを示す。ビットが００１、０１０、０１１の場合は、
後に続く位置情報及び時間情報の範囲で撮影された画像の保持期間を、その他の画像の保
持期間と比べて延長するための延長要請であることを示す。ビットが１００は、後に続く
位置情報及び時間情報の範囲で撮影された画像の消去を禁止する消去禁止要請であること
を示す。ビットが１０１の場合は、後に続く位置情報及び時間情報の範囲内で撮影された
画像に設定されている保持期間延長や消去禁止などのフラグを解除する解除要請であるこ
とを示す。例えば、事件が解決して各画像記録装置に画像を保管しておく必要が無くなっ
た場合などに用いられる。ビット１１０と１１１は今後のために予約されている。
【０１５４】
　検索処理部４２４０では、事件情報に含まれる位置情報及び時間情報に基づいて求めら
れる領域及び時間帯で撮影された画像データが記録されているかの検索を行い、検索結果
をシステムコントローラ４１６０に出力する。システムコントローラ４１６０は、該当す
る画像データが記録されている場合は、該当する画像データおよび管理ファイルに対して
情報種別で指定された処理を行う。
【０１５５】
　このように、警察側が通信媒体を介して各画像記録装置内における画像データの保持期
間等を一部設定することで、情報記録媒体の有効な活用が可能となる。
【０１５６】
（実施の形態６）
本実施の形態６に係わる画像記録装置は、実施の形態４で通知される事件情報に含まれる
各事件に対して、画像提出要請の緊急度を表す情報を追加したものである。
【０１５７】
実施の形態４の画像記録装置では、ＦＭ多重放送などで受信した事件情報を基に、情報提
供要請が出されている画像が記録されているかを検索し、該当領域及び時間帯で撮影され
た画像が記録されていた場合は、該当する静止画像及び動画像を提出することができる。
【０１５８】
ここで、事件によっては殺人やテロのように早急に画像を収集して対策する必要がある場
合がある。そこで、本実施の形態６に係わる画像記録装置では、事件の重要度基づいて使
用者により速やかに画像データの提出を促すことを可能とする構成を追加したものである
。以下、図１６の画像記録装置４０００を援用して説明する。
【０１５９】
　図２６は、本実施の形態において受信される事件情報のフォーマットを示した図である
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。図１８の場合と比べて、頁ヘッダ部分に新たに緊急度を記述する領域が設けられている
。ここで緊急度とは警察において事件の重要性等の観点から設定される値であり、事件毎
に設定される。
【０１６０】
ここでは、緊急度の一例として、緊急度が２ビットで表されるものとする。緊急度ビット
００は、緊急度が低く、例えば事件以外のケースであって、交通渋滞の状況などの参照デ
ータとして画像データを回収したい場合などに設定される。緊急度ビット０１は、当て逃
げのような軽微な事故、事件に関する情報提供として画像データの提供を求める場合に設
定されるものであり、使用者に余力があれば画像提出をお願いする場合などに設定される
。緊急度ビット１０は、事件が殺人事件などで二次災害に繋がる可能性がある場合であっ
て、使用者に速やかな画像提出を求める場合に設定される。緊急度ビット１１は、テロな
どのように、数時間以内に犯人を特定する必要がある緊急事態に設定される。以下、画像
記録装置における処理を説明する。
【０１６１】
システムコントローラ４１６０は、検索処理部４２４０における検索の結果、ある事件に
関して情報提供が求められている範囲内で撮影された画像が記録部内に存在した場合、そ
の事件に関するデータ部分に加えて緊急度も合わせてＶＩＣＳ描画部４２５０に出力する
。
【０１６２】
ＶＩＣＳ描画部４２５０は、システムコントローラから出力される事件内容を記述するた
めのデータを入力し、所定の形式に従って描画を行い画像表示部１９０で表示させる。こ
の時、合わせて送信される緊急度に応じて描画パターンを変更する。図２７は、システム
コントローラからの出力データに基づいてＶＩＣＳ描画部４２５０で描画された後、画像
表示部１９０で表示された画面を表している。ここでは、検索処理部４２４０における検
索の結果、事件情報に含まれる事件のうち、事件番号００３４と事件番号００３５に関し
て該当する画像が装置内に記録されていたと仮定する。また、事件番号００３４の事件の
緊急度は１０が、事件番号００３５の事件は緊急度０１が割り当てられていたと仮定する
。
【０１６３】
ＶＩＣＳ描画部４２５０は、システムコントローラ４１６０から事件に関するデータ及び
事件の緊急度を表すデータを入力すると、緊急度に応じた描画フォーマットにしたがって
、事件に関するデータを描画し、画像表示部１９０へ出力する。ここでは図２７に示すよ
うに、事件Ｎｏ００３４は、事件Ｎｏ００３５よりも高い緊急ビットが割り当てられてい
るため、文字の大きさや太さが強調されて描画されている。また、緊急であることを示す
強調マークも表示される。
【０１６４】
以上のように、本実施の形態における画像記録装置では、本願発明の車載画像記録装置は
、画像を取得する取得手段と、取得した画像を符号化する符号化手段と、画像取得時の位
置及び時間を検出して位置情報及び時間情報を生成する生成手段と、符号化された画像を
前記位置情報及び前記時間情報と対応付けて記録する記録手段に加えて、事件毎に割り当
てられた位置に関する情報と、時間に関する情報と、事件の緊急度を表す情報と、を受信
する受信手段と、前記記録手段に前記受信した位置に関する情報及び時間に関する情報に
基づいて特定される範囲で取得された画像データが記録されているかどうかの検索を行う
検索手段と、前記領域及び時間帯で取得された画像データが記録されていると前記検索手
段で判断された場合は、前記事件の緊急度を表す情報に基づいた形態で注意喚起を行う注
意喚起手段を具備する。このような構成とすることで、使用者は事件の緊急度に応じて画
像提出を行うことができるため、事件の重要性上、警察が早急に画像データを回収する必
要がある場合などに画像データを迅速に回収できることが期待できる。
【０１６５】
なお、上記説明では、ＶＩＣＳ描画部４２５０で事件の内容を表すデータを描画して、画
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像表示部１９０で表示する場合を説明したがこれに限定するものではない。例えば、事件
の内容を表す情報は送信されない構成とし、事件情報のデータ部分には、事件毎に割り当
てられた位置に関する情報と、時間に関する情報と、事件の緊急度を表す情報のみが記載
されている構成でもよい。この場合、システムコントローラ４１６０は、事件の緊急度を
表す情報をＶＩＣＳ描画部４２５０に出力し、ＶＩＣＳ描画部４２５０は緊急度を表す情
報に基づいて、予め記録してある文章又は図面を描画し、画像表示部で表示する構成であ
ってもよい。ここで、ＶＩＣＳ描画部４２５０は、緊急度に応じて、例えば「早急に画像
データを提出してください」、「画像データの提出をお願いします」といった２つの文章
を予め記録しておき、緊急度を表す情報に基づいて、どちらかを選択して、文章を描画す
る構成であってもよい。
【０１６６】
なお、上記説明では、画像表示部１９０で注意喚起文を表示することにより、画像提出要
請が出ている画像データが装置内に記録されていることを使用者に通知する構成を説明し
たが、これに限定するものではない。例えば、緊急度を表す情報に基づいて、異なる音声
や警告音を出力する音声出力部を具備し、音声という形で使用者に注意喚起を行う構成で
あってもよい。
【０１６７】
また、ＶＩＣＳ描画部４２５０において、緊急度情報による描画の違いとして、文字を太
くする、文字を大きくするなどの場合を説明したが、これに限定するものではなく、文字
の色を変更する方法や、点滅処理、アニメーション処理などの方法を用いて緊急度情報に
応じた描画を行う構成であってもよい。
【０１６８】
（実施の形態７）
本実施の形態７に係わる画像記録装置は、実施の形態４に係わる画像記録装置に加えて、
カーナビゲーションとしての機能を追加したものである。
【０１６９】
図２８に本実施の形態７に係わる画像記録装置５０００のブロック図を示す。なお、実施
の形態１から実施の形態６で既に説明したブロックに関しては一部説明を省略する。
【０１７０】
　画像記録装置５０００は、検索処理部５２４０、システムコントローラ５１６０、記録
部５１５０、経路探索部５２６１、マップマッチング部５２６２、描画部５２６３などで
構成されるナビゲーションユニット５２６０を内部に備える構成となっている。
【０１７１】
位置検出部５１４０は、現在の位置を求めて位置情報を生成し、システムコントローラ５
１６０およびマップマッチング処理部５２６２に出力する。
【０１７２】
システムコントローラ５１６０は、入力した位置情報及び入力部２００を通じて使用者か
ら入力された設定に基づいて、記録部５１５０から適切なレベル及び領域の地図情報を読
み込んで検索処理部５２４０、マップマッチング処理部５２６２、描画部５２６３、ＶＩ
ＣＳ情報処理部５２６４へ出力する。ここで本装置における入力部２００の形態として、
画像表示部表面に設けられたタッチパネルを想定している。また、システムコントローラ
５１６０は、データバッファ部４２３０に一時記録されているＶＩＣＳデータを読み込み
、サービス識別コードに基づいて読み込んだＶＩＣＳデータが事件情報である場合は検索
処理部５２４０へ、渋滞情報や事故情報などその他のＶＩＣＳデータであった場合はＶＩ
ＣＳ情報処理部５２６４へそれぞれ出力する。その他、システムコントローラは装置全体
の制御などを行う。
【０１７３】
検索処理部５２４０は、入力された地図情報に基づいて、地図情報で表される範囲内で撮
影された画像データが記録されているかどうかの検索を行う。検索の結果、地図情報で表
される範囲内で撮影された画像データが記録されていた場合、描画部５２６３に検索結果
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を出力する。ここで描画部５２６３に出力される検索結果には、画像のファイル名、画像
の格納場所、静止画像か動画像かを示す情報、静止画像が取得された位置に関する情報、
動画像が取得されている地図情報の道路ユニットに含まれるリンク番号、ノード番号、ノ
ード座標等の情報である。また、検索処理部５２４０は、画像記録装置４０００における
検索処理部４２４０同様、入力した事件情報に基づいて、記録部５１５０内に、提出要請
がでている画像データが記録されているかどうかの検索を行う。
【０１７４】
記録部５１５０は、画像データ等に加えて地図情報を記録しており、システムコントロー
ラからの制御に基づいて地図情報を描画部等へ出力する。ここで地図情報としては、ナビ
研Ｓ規格に準拠した地図などが採用される。
【０１７５】
　マップマッチング処理部５２６２は、入力した位置情報及び地図情報からマップマッチ
ング処理を行い、マップマッチングによる補正後の現在位置を求めて現在位置を表す情報
を経路探索部５２６１及び描画部５２６３へ出力する。
【０１７６】
経路探索処理部５２６１は、入力部２００で使用者から入力された目的地に関する情報等
から最短経路を算出し、算出結果を誘導経路情報として描画部５２６３へ出力する。
【０１７７】
ＶＩＣＳ情報処理部５２６４は、システムコントローラ５１６０から出力されたＶＩＣＳ
データに対してレベル１からレベル３に応じた適切な処理を行い、処理後ＶＩＣＳデータ
を描画部５２６３に出力する。
【０１７８】
描画部５２６３は、記録部５１５０から入力した地図情報を基に地図を描画する。また、
マップマッチング処理部５２６１から入力したマップマッチング補正後の現在位置を表す
情報に基づいて、現在位置を示すアイコンを描画する。また、経路探索処理部５２６１か
ら入力した誘導経路情報に基づいて、誘導経路を描画する。また、ＶＩＣＳ情報処理部５
２６４から入力した処理後のＶＩＣＳデータに基づいて、レベルに応じた描画方法で渋滞
情報や事故情報等を描画する。また、検索処理部４２４０から入力した検索結果に応じて
、静止画像か動画像かの種類に応じたアイコンを画像撮影場所に記録部５１５０の記録さ
れている当該画像ファイルへリンクされた状態で描画する。そして、これらの描画したデ
ータを多重して、画像表示部１９０で画面を表示させる。
【０１７９】
以上のように、本実施の形態に係わる画像記録装置は、経路探索を行う経路探索手段、マ
ップマッチング処理を行うマッチング処理手段、表示中の地図範囲内で撮影された画像デ
ータが記録されているかを検索する画像検索手段、地図上に誘導経路を示すアイコンや現
在位置を示すアイコンや画像が記録されている位置を示すリンク付アイコンを多重して描
画する描画手段、などを含むナビゲーションユニットをさらに備える構成となっている。
このように、位置検出部で求められる現在位置や、ＦＭ放送受信部で受信されるＶＩＣＳ
情報を有効活用し、ナビゲーション機能を搭載することで、画像記録装置としての相対的
コストを下げることができる。また、地図上で画像が記録されている位置を表すアイコン
を表示し、タッチパネルのような入力部を通じて使用者から画像を表示させることが可能
となるため、使用者が表示中の地図の範囲内における所望の場所の実画像を確認すること
ができる。
【０１８０】
また、本実施の形態によれば、新たにマップマッチング処理手段を設けているため、マッ
プマッチング処理後の現在位置を画像データに対応付けて記録するよう構成してもよい。
この場合、マップマッチング処理部５２６２は、入力した位置情報及び地図情報からマッ
プマッチング処理を行い、マップマッチングによる補正後の位置情報を経路探索部５２６
１、描画部５２６３及びシステムコントローラ５１６０へ出力する。システムコントロー
ラ５１６０は、マップマッチング処理部から入力した補正後の現在位置を示す位置情報に
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基づいて画像データが取得された時点における位置を示す位置情報を求め、データバッフ
ァ部１３０から入力した画像データと、求めた位置情報と、位置検出部５１４０から入力
した時刻情報とを対付けて記録部５１５０へ記録する。このような構成とすることにより
、画像データに対応付けされる位置情報をより正確な値とすることが可能となる。
【０１８１】
また、始めて通過した道路で記録された画像データは消去を禁止する処理を追加してもよ
い。本実施の形態では、地図上の画像が記録されている場所にアイコンを配置し、入力部
を通じて画像データを表示できる構成となっているが、本装置の記録部は記録容量の関係
から古い画像データを順次消去されてしまう。そこで、検索処理部は、位置検出部若しく
はマッチング処理部から現在位置を表す位置情報を入力する。
【０１８２】
図２９に処理フローを示す。ＳＴ００１では、カメラ部で新たに画像データが取得された
かどうかを確認する。新たに画像データが取得されていない場合は、ＳＴ００１の前に戻
り待機する。新たに画像データが取得された場合は、ＳＴ００２に移り、画像データ取得
時の位置情報に基づいて、記録部内に同一の場所で取得された画像データが存在するかど
うかの検索を行う。検索の結果、同一の場所で取得された画像データが存在する場合は、
取得した画像データを取得された位置を表す位置情報及び取得された時間を表す時刻情報
と対応付け、画像データの消去を禁止するフラグを０に設定して記録部に記録する。一方
、検索の結果、同一の場所で取得された画像データが存在しなかった場合は、取得した画
像データを取得された位置を表す位置情報及び取得された時間を表す時刻情報と対応付け
、画像データの消去を禁止するフラグを１に設定して記録部に記録する。ここでフラグ０
は消去が禁止されていないことを示し、フラグ１は消去が禁止されていることを示す。記
録部内に記録された画像データは、画像データに割り当てられた消去禁止フラグに基づい
て、消去が禁止されていない画像を一定期間経過後に順次消去する。
【０１８３】
このように構成することで、記録部内に新たに走行した道路で撮影される画像は消去され
ることが無いため、地図補助としての画像データを蓄積することができる。
【０１８４】
また、上記検索においては完全に同一の位置で取得された画像を検索する構成である必要
は無く、例えば新たに取得した画像データの取得位置から一定範囲内に画像データがある
かを検索し、検索結果に基づいて消去禁止フラグをたてるかどうかの処理を行ってもよい
。
【０１８５】
また、図２９の処理フロー図では、新たに取得した画像の取得位置と同一の位置で取得さ
れた画像が記録されている場合は、消去禁止フラグを立てない構成としたが、これに限定
するものではない。例えば、カメラ部で新たに取得した画像には、すべて消去禁止フラグ
をたて、記録部内に同一又は近傍の位置で取得した画像が記録されている場合は、その画
像を消去又は消去禁止フラグを解除する処理を行っても良い。このようにすることで、同
一の位置で撮影された画像であっても、新たに取得した画像が記録部内に残るため、新し
い画像で更新していくことが可能となる。
【０１８６】
（実施の形態８）
本実施の形態８に係わる車載画像記録装置は、新たに画像提出を行う端末が設置された施
設に関する情報の受信及び処理をする機能を追加したものである。
【０１８７】
実施の形態７の画像記録装置では、ＦＭ多重放送などで受信した事件情報を基に、情報提
供要請が出されている画像が記録されているかを検索し、該当領域及び時間帯に撮影され
た画像が記録されていた場合は、該当する静止画像及び動画像を提出することができる。
また、カーナビゲーション機能を搭載することで、利便性を向上させることができる。
【０１８８】
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しかしながら、提出要請が出ている画像が装置内に記録されていたとしても、使用者はど
こにその画像を提出すればよいのかわからず、その結果、一部の画像が提出されないケー
スが考えられる。
【０１８９】
そこで、本実施の形態では、画像提出用の端末が設置された施設に関する情報である施設
情報を受信する受信手段と、画像を取得する取得手段と、前記取得された画像、受信され
た施設情報、地図情報を記録する記録手段と、提出要請が出されている画像が記録手段に
記録されていた場合は、前記施設情報を表示する表示手段とを具備する。以下、図２８の
画像記録装置５０００を援用して説明する。
【０１９０】
ＦＭ放送受信部４２２０は、ＶＩＣＳ情報として、事件情報や交通情報に加えて施設情報
を受信する。ここで施設情報とは、画像提出端末が設置された施設に関する情報で、施設
に割り振られた施設番号、施設の位置、名前、住所、電話番号、駐車場の有無などが記さ
れている。システムコントローラ５１６０は、受信されたＶＩＣＳ情報の中に施設情報が
含まれている場合は、施設情報を施設管理ファイルに記録・更新し、更新後の施設管理フ
ァイルを記録部５１５０に記録する。
【０１９１】
　図３０は、記録部５１５０に記録される施設管理ファイルである。施設管理ファイルに
は、受信された施設情報に基づいて、施設に割り振られた施設番号、施設の位置、名前、
住所、電話番号、更新日時などが記録される。新たに施設情報が受信された場合は、施設
管理ファイル内に同一の施設番号の施設が既に記録されているかが検索され、記録されて
いる場合は上書き更新、記録されていない場合は記録の処理がそれぞれ行われる。
【０１９２】
　検索処理部５２４０において行われる検索の結果、記録部内に情報提出要請がでている
画像が発見された場合には、画像表示部１９０で、画像が発見されたことを示す注意喚起
文を表示すると共に、現在位置周辺の地図データに施設の情報を多重して表示する。
【０１９３】
　図３１は、画像表示部１９０で表示される地図と施設の情報である。地図上に現在位置
を示すアイコンと、地図の表示範囲内に存在する施設の情報を多重して表示する。
【０１９４】
図３２に処理フローを示す。ＳＴ００１では、記録部に記録してある画像の中に事件情報
内に記された位置範囲及び時間帯の条件を満たす画像があるかどうかの検索が検索処理部
で行われる。
【０１９５】
　該当画像が無かった場合は待機状態に戻る。該当画像が存在する場合は、該当画像が抽
出される（ＳＴ００２）。
【０１９６】
次に、使用者に画像提出が求められている画像が装置内に記録されていることの通知が行
われる（ＳＴ００３）。
【０１９７】
　次に、システムコントローラは、記録部に記録されている施設管理ファイルを読み込み
位置検出部から入力した現在の位置を示す位置情報に基づいて、現在の位置に最も近い施
設を特定する（ＳＴ００４）。
【０１９８】
次に、現在の位置と特定した施設を同時に表示できる詳細度レベルの地図を記録部に記録
された地図情報から読み込み、読み込んだ地図を描画部へ出力する（ＳＴ００５）。
【０１９９】
次に、読み込んだ地図の範囲に含まれる施設を施設管理ファイルに記載されている施設の
緯度、経度などの位置を表す情報に基づいて抽出し、抽出した施設に関する情報を所定の
フォーマットにのせて描画部へ出力する（ＳＴ００６）。
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【０２００】
描画部では、入力した地図と、現在位置に関する情報と、施設に関する情報とを多重化し
て描画する。描画された画像は画像表示部で使用者向けて表示される（ＳＴ００７）。
【０２０１】
　以上の構成によれば、ＦＭ放送などで送信される画像提出端末が設置された施設に関す
る情報を受信し、管理ファイルに施設に関する情報を蓄積しておくことで、装置内に提出
が求められている画像が発見された場合は、現在位置周辺で画像提出を行うことができる
場所を使用者に速やかに知らせることで、使用者から速やかに画像が提出されることが期
待できる。
【０２０２】
また、画像表示部で表示される地図の求め方は上記方法に限らず、現在表示している地図
の範囲内に施設がある場合は、それらの施設に関する情報を表示中の地図に多重して描画
し、表示される構成としてもよい。
【０２０３】
また、地図に多重せず、施設名、施設住所、営業時間などを文字で表示する構成としても
よい。
【０２０４】
（実施の形態９）
本実施の形態９に係わる画像記録装置は、画像データを暗号化する暗号化手段をさらに追
加したものである。
【０２０５】
実施の形態４の画像記録装置では、ＦＭ多重放送などで受信した事件情報を基に、情報提
供要請が出されている画像が記録されているかを検索し、該当範囲及び時間帯で撮影され
た画像が記録されていた場合は、該当する静止画像及び動画像を提出することができる。
【０２０６】
画像提出用の端末は交番などの警察施設などに配置されるが、画像収集効率を上げるため
、コンビニエンスストアやガソリンスタンドにも端末が配置されることが想定されるし、
家庭用ＰＣのＦＴＰ通信ソフトウェアを用いて画像を提出する形態も考えられる。これら
の形態では、インターネット網を介して画像データが送信されることになるが、インター
ネット網は、ＩＰ－ＶＰＮなどと比べて脆弱性が高く、盗聴などの可能性も否定できない
。提出されるデータは画像データであり、画像データはプライバシー問題に繋がりやすい
ため、例えば盗聴などで第３者に画像データが盗まれた場合には大きな問題に繋がる可能
性がある。
【０２０７】
そこで本実施の形態に係わる画像記録装置では、画像データを暗号化する暗号化手段をさ
らに具備する。この構成により万が一、画像データの提出の過程で画像データが盗聴され
ても暗号化されているためプライバシーを守ることができる。
【０２０８】
図３３は、本実施の形態に係わる画像記録装置６０００のブロック図である。なお、図１
６の画像記録装置４０００と同一の部分に関しては一部説明を省略する。
【０２０９】
システムコントローラ６１６０は、記録部４１５０に記録されている画像データの中で、
提出要請が出ている画像データを暗号化処理部６２７０に出力する。
【０２１０】
暗号化処理部６２７０は、記録部から出力された画像データに暗号化処理を行い、暗号化
後の画像データを外部出力インターフェース１８０を介してメモリーカード等に出力する
。ここで暗号化方式としては、公開鍵暗号方式などを用いるとよい。予め暗号化処理部６
２７０内のＲＯＭに警察が公開した公開鍵を記録しておき、この公開鍵を用いて暗号化処
理を行う。
【０２１１】
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上記構成によれば、画像データが装置外へ出力される場合に暗号化が施されているので、
盗聴などがおきても画像に写った人物などのプライバシーを守ることができる。
【０２１２】
また、上記構成では、画像データを外部出力する段階で暗号化を行う構成を示したがこれ
に限定するものではなく、記録部４１６０に画像データを記録する段階で暗号化が行われ
てもよい。この場合、画像符号化部１２０で圧縮処理が行われた画像データは暗号化処理
部６２７０に出力され、画像データは圧縮処理及び暗号化処理が行われた状態で、位置情
報及び時間情報と対応付けされて記録部４１６０に記録される構成としてもよい。この場
合、記録部に記録される段階で暗号化されるため、万が一画像記録装置が盗難にあっても
、記録された画像に写る人物等のプライバシーを守ることができる。
【０２１３】
また、暗号化方式は公開鍵暗号方式に限定するものではなく、共通鍵暗号化方式を採用し
てもよいし、その他の暗号化方式であってもよい。
【０２１４】
（実施の形態１０）
本実施の形態１０に係わる車載画像記録装置は、実施の形態９に係わる暗号化手段を強化
したものである。
【０２１５】
実施の形態９に係わる暗号化では、予め暗号化処理部のＲＯＭに記録された公開鍵を用い
て暗号化を行う。しかしながら、万が一秘密鍵が流出してしまった場合は、それ以後の暗
号化は意味を持たなくなる。
【０２１６】
そこで、本実施の形態に係わる画像記録装置では、公開鍵を受信する受信手段と、受信し
た公開鍵を用いて暗号化処理を行う暗号化手段をさらに具備する。この構成によれば、万
が一秘密鍵が流出してしまっても、再度別の公開鍵をＦＭ放送等で送ればよいため、プラ
イバシーが保たれる。
【０２１７】
図３４は、本実施の形態に係わる画像記録装置７０００のブロック図である。なお、図３
３の画像記録装置６０００と同一の部分に関しては一部説明を省略する。
【０２１８】
ＦＭ放送受信部６２２０は、事件情報を受信してデータバッファ部に出力する。システム
コントローラ７１６０は、データバッファ部から事件情報を入力し、位置情報及び時間情
報等の検索用ワードを検索処理部４２４０に出力し、暗号鍵を暗号化処理部７２７０へ出
力する。
【０２１９】
図３５は、本実施の形態において受信される事件情報のフォーマットを示した図である。
本実施の形態では、事件情報に暗号鍵が含まれる。
【０２２０】
システムコントローラ７１６０は、検索処理部４２４０における検索の結果、事件情報内
の頁番号ｋ番に記された事件に関して、画像提出要請が出ている画像が記録部４１５０に
記録されていたとする。この時、システムコントローラ７１６０は、記録部４１５０に記
録される画像データのうち該当画像を抽出して暗号化処理部７２７０へ出力する。また、
システムコントローラ７１６０は、事件情報のｋ番の頁に含まれる暗号化鍵を抽出して暗
号化処理部７２７０へ出力する。
【０２２１】
暗号化処理部７２７０は、システムコントローラ７１６０から入力した暗号鍵を用いて入
力される画像データに暗号化処理を施し、暗号化後の画像データを外部出力インターフェ
ース１８０を通じてメモリーカードへ出力する。
【０２２２】
以上のように、暗号化を行うための暗号鍵が固定されず、新たに送られてきた暗号鍵でそ
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の都度暗号化を行うためプライバシー強化を行うことができる。ここで、暗号鍵は事件情
報に含まれる事件毎に１つずつ含まれていてもよいし、１つの事件情報に対して１つの暗
号鍵が送信される構成であってもよい。その他、事件情報とは別の情報として、一定期間
毎に暗号鍵が送信される構成であってもよい。
【０２２３】
各事件に対する暗号鍵をその事件を担当する各部署が作成する構成とすることで、警察に
送られる画像であっても画像を閲覧することができるのは、その事件を担当する部署の者
だけとなるため、よりプライバシーが保たれる。
【０２２４】
また、送信される暗号鍵は公開鍵であってもよいし共通鍵であってもよい。
【０２２５】
（実施の形態１１）
実施の形態１から実施の形態１０までの画像記録装置では、画像を外部出力インターフェ
ースを介してメモリーカード等の記録媒体に出力する構成であった。この場合、使用者は
画像データが記録されているメモリーカード等の記録媒体を画像提出用の専用端末や自宅
のＰＣまで持っていき、画像データを提出するという労力が発生していた。
【０２２６】
そこで、本実施の形態に係わる画像記録装置では、画像データを出力する無線送信手段と
、事件情報を受信する受信手段とを具備する。このように、画像データを出力する出力手
段の形態として無線送信手段を用いることで画像提出時の手間を大幅に軽減することがで
きる。以下図面を用いて説明する。なお、図１６の画像記録装置４０００と同一のブロッ
クに関しては一部説明を省略する。
【０２２７】
図３６は、本実施の形態に係わる画像記録装置８０００のブロック図である。無線送受信
部８２８０は、路肩に設置された無線通信機と通信を行う。無線送受信部８２８０は、事
件情報を受信し、システムコントローラ８１６０に出力する。検索処理部４２４０におけ
る検索の結果、提出要請が出されている画像データが記録部内に存在した場合は、システ
ムコントローラ８１６０によって該当画像が抽出され、無線送受信部８２８０へ出力され
る。無線送受信部８２８０は、入力された画像データを路肩に設置された無線通信機へ送
信する。各無線通信機に送信された画像データは専用通信網を通じて警察へ届けられる。
【０２２８】
　以上のように、画像データの出力手段として画像データを送信する無線送信手段を備え
ることにより、事件情報に記された条件を満たす画像が検出された場合でも、わざわざメ
モリーカード等に画像データを移して提出する手間を省くことができる。この場合、提出
要請が出されている画像データが装置内に記録されていることを使用者に通知する必要は
無く、自動的に抽出した画像データは無線送信手段によって出力される。
【０２２９】
ここで、使用者の中には、すべての画像データが自動的に無線送信されてしまうことを好
まない使用者も存在することが考えられる。そこで、抽出した画像データを自動で無線送
信するか、手動で無線送信するか、メモリーカード等に出力するか、を設定する設定手段
を備えておくとなお良好である。図３７は、タッチパネルによる設定画面を表している。
自動無線送信を選択した場合は、使用者に検索処理部４２４０における検索結果が通知さ
れること無く、必要に応じて画像データが無線送受信部８２８０から無線送信される。一
方、手動無線送信を選択した場合は、使用者に検索処理部４２４０における検索結果及び
該当した事件に関する情報が表示される。使用者は、検索結果及び事件に関する情報を見
て画像を提出するかどうかを決定し、提出する場合は、画面に表示された提出ボタンを押
すことで画像データを無線送受信部４２４０から無線送信する。記録媒体出力は、検索の
結果該当画像が装置内に存在した場合は、画像データをメモリーカード等へ出力する。
【０２３０】
このように、抽出した画像データを自動で無線送信するか手動で無線送信するかを選択す
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る選択手段を備えることで、使用者が自らどの画像を提出するかを制御できるため、プラ
イバシーを保つことができる。
【０２３１】
なお、上記設定手段を有さず、検索の結果、該当画像があった場合は画像データが自動で
無線送信される構成であってもよい。使用者は、装置購入の際に画像データが自動で提出
されることを了承して装置を購入しているため、警察が強制的に画像データを回収すると
いうことにはならず、プライバシーは保たれる。
【０２３２】
また、無線送受信手段を用いて自動で画像を送信する場合には使用者に負担をかけないた
め、検索処理部を設けず、画像記録装置で得られるすべての画像を撮影位置及び撮影時刻
と対応付けた状態で無線送信する構成としてもよい。このように構成することでより豊富
な画像データを集めることができ、例え事件が周辺で起きていなくてもたまたま画像に写
っている指名手配中の犯人を見つけて逮捕に繋げることも可能となる。
【０２３３】
なお、無線送受信部８２８０が外部に設置された通信端末と通信するための通信方式とし
ては、５．８ＧＨｚ帯域を利用するＤＳＲＣ方式（Dedicated Short Range Communicatio
n）を用いることが可能である。本発明の画像記録装置は、路側に設置された複数の通信
端末から事件情報を受信し、必要に応じて画像データを送信する。
【０２３４】
（実施の形態１２）
実施の形態１から１１までの画像記録装置では、車に搭載されたバッテリーを電源として
、電力が画像記録装置に給電される。しかしながら、停車している場合にも車のバッテリ
ーの電力を制御無しに使用し続けるとバッテリーがあがってしまう可能性がある。
【０２３５】
このような問題を防ぐには、例えば車のエンジンが停止している時は、画像記録装置もシ
ャットダウンすることで問題を解決できる。しかしながら、例えば駐車場において起こる
車上荒らしや車盗難といった犯罪を防ぐには、車が停止している場合でも画像を記録でき
る構成が好ましい場合がある。
【０２３６】
そこで、本実施の形態に係わる画像記録装置では、エンジンの動作状況に応じて電力管理
を行う機能を追加したものである。以下図面を用いて説明する。なお、図３６の画像記録
装置８０００と同一のブロックに関しては一部説明を省略する。
【０２３７】
　図３７は、本実施の形態１２に係わる画像記録装置９０００のブロック図である。
【０２３８】
　エンジン動作検出部９２９０は、エンジンが動いているかどうかを検出する。検出結果
をシステムコントローラ９１６０に出力する。
【０２３９】
　システムコントローラ９１６０は、エンジン動作検出部９２９０から出力されたエンジ
ンの動作状況を示す情報に基づいて、装置本体の動作モードを切り替える。ここで、エン
ジンが動いている場合は、通常の動作モードで各部を制御する。
【０２４０】
一方、エンジン動作検出部９２９０からエンジンが停止したことを示す信号を入力した場
合は、システムコントローラ９１６０は装置本体の動作モードを省電力モードに切り替え
る。システムコントローラ９１６０は、カメラ部９１１０、画像符号化部９１２０、電源
管理部９１７０に省電力モードに移行することを示す指示信号を出力する。
【０２４１】
　電源管理部９１７０は、省電力モードに移行することを示す指示信号に基づいて、いく
つかのブロックに対して電力供給を停止する。ここで、省電力モードで電力供給が停止さ
れるブロックとしては、位置検出部、検索処理部、ＶＩＣＳ描画部、画像表示部などが挙
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げられる。また、電源管理部９１７０は、外部バッテリーが上がってしまわないように以
下のような方法で電力制御を行う。
【０２４２】
電源管理部９１７０は、システムコントローラ９１６０からエンジンが停止したことを示
す信号を入力した場合は、電源を外部バッテリーから内部バッテリーに切り替える制御を
行う。内部バッテリーを電源として、カメラ部、画像符号化部、記録部といった画像を記
録するのに必要なブロックに電力を供給する。エンジン稼働中は、電源管理部９１７０は
、外部バッテリーの電力を用いて内部バッテリーを充電する制御を行う。
【０２４３】
その他の電源管理方法として、電源管理部９１７０は、外部バッテリーの残存容量を検出
する検出手段を有する構成とする。外部バッテリーの残存容量が所定のレベルを下回った
ことを検出した場合は、装置の各ブロックへの給電を終了する。
【０２４４】
その他の電源管理方法として、電源管理部９１７０は、タイマーを有する。省電力モード
に移行することを示す指示信号を入力した場合、タイマーを起動させ、一定時間経過した
場合は、装置の各ブロックへの給電を終了する。
【０２４５】
　カメラ部９１１０は、省電力モードに移行することを示す指示信号に基づいて必要に応
じて画像取得フレームレートを下げる。
【０２４６】
　画像符号化部９１２０は、省電力モードに移行することを示す指示信号に基づいて符号
化方法を変更する。これは、車が移動している場合は、時間方向への相関が小さく、高い
圧縮率の圧縮方式で圧縮するためには、動きベクトルの探索領域を広く設定する必要があ
る。一方、車が停止している場合は、時間方向の相関が大変高く、動きベクトルの探索領
域も狭くて十分である。また、車が停止している場合は、動きベクトルの変化の平均値が
大きい場合のみ符号化した画像を記録し、動きベクトルの変化の平均値が小さい場合は、
不振な人物等は写っていないとして画像を破棄しても良い。このように、画像符号化部９
１２０では、動作モードによって異なる画像符号化方法で符号化を行い、符号化後の画像
データをデータバッファ部１３０を介してシステムコントローラ９１６０へ出力する。
【０２４７】
　システムコントローラ９１６０は、データバッファ部１３０から入力した符号化後の画
像データと画像取得位置及び画像取得時刻とを関連付けて記録部４１５０に記録する。こ
こで省電力モードの場合は、位置検出部１４０への給電が停止しているため位置情報は最
後に入力した位置情報を画像取得位置として画像データに対応付ける。これは、エンジン
が停止して省電力モードに移行したため、最後に求められた位置情報が求められた位置と
現在位置はほぼ同一であるためである。時刻情報は、システムコントローラ内部に備える
時計回路で求められる時刻を時刻情報として画像と関連付ける。
【０２４８】
以上のように本実施の形態に係わる画像記録装置では、エンジンが停止しているか動かを
検出するエンジン動作検出手段と、エンジンが動いている場合は第１のモードで動作させ
、エンジンが停止している場合は第１のモードより電力消費の少ない第２のモードで動作
させる制御を行う制御手段を有する。
【０２４９】
　また、外部バッテリーの残存容量を検出する残存容量検出手段をさらに具備し、残存容
量が一定レベルを下回った場合は、前記制御手段は、装置をシャットダウンさせる制御を
行う。
【０２５０】
また、装置内に内部バッテリーを具備し、エンジンが動いている場合は前記内部バッテリ
ーを充電すると共に、エンジンが停止している場合は、電力供給源を外部バッテリーから
内部バッテリーに切り替える電力管理手段を有する。
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【０２５１】
　このように、エンジンの動作時と停止時に応じた電力管理をすることで、車が停止して
いる時でも画像を取得し続けることが可能となる。
【０２５２】
なお、エンジン動作検出部９２９０の具体的構成としては、例えば振動センサを内部に備
え、エンジンが動作しているかを振動で検出する構成としても良いし、加速度センサを内
部に備え、加速度変化を検出することでエンジンの動作状態を特定できる構成としても良
い。
【０２５３】
なお、エンジン停止時でも、ＦＭ放送受信部の給電を行い、事件情報を受信できる構成と
してもよい。また、エンジン動作検出部９２９０で、エンジンが動作したことを検出され
た場合は、システムコントローラは、エンジン停止中に受信した事件情報を検索処理部に
出力し、検索処理部で適宜検索が行われる構成としてもよい。
【０２５４】
　以上、各実施の形態で説明したように本発明に係わる画像記録装置によれば、車載カメ
ラによって撮影した画像が位置情報及び時間情報と対応付けされて記憶されるため、本発
明の画像記録装置を用いて複数のドライバーから提供された画像を位置情報と時間情報を
参照して、事件解決の有力な手段として活用することができる。
【０２５５】
すなわち、本発明の画像記録装置は、画像を取得する画像取得手段と、取得した画像を符
号化する画像符号化手段と、画像取得時の位置及び時刻を算出して位置情報及び時刻情報
を生成する生成手段と、符号化された画像を前記位置情報及び前記時刻情報と関連付けて
記録する記録手段と、前記記録手段で記録された画像を外部へ出力する出力手段と、を具
備する構成とすることで、出力された画像を犯罪捜査等に役立てることができる。
【０２５６】
また、別の実施形態の画像記録装置として、画像を取得する画像取得手段と、取得した画
像を符号化する画像符号化手段と、画像取得時の位置及び時間を算出して位置情報及び時
刻情報を生成する生成手段と、符号化された画像と前記位置情報及び前記時刻情報とを第
一の形式で関連付けて記録する記録手段と、前記第一の形式で前記位置情報及び前記時刻
情報と関連付けられた画像を、第二の形式で前記位置情報及び前記時刻情報と関連付ける
変換を行う変換手段と、前記第二の形式で前記位置情報及び前記時刻情報と関連付けられ
た画像を外部へ出力する出力手段と、を具備する構成とすることで、例えば、画像記録時
に情報記録媒体の記録容量を節約する形式で記録でき、画像提出時には捜査に利用しやす
い形式に変換して画像を提出することができる。
【０２５７】
また、別の実施形態の画像記録装置として、画像を取得する画像取得手段と、取得した画
像を符号化する画像符号化手段と、画像取得時の位置及び時間を算出して位置情報及び時
刻情報を生成する生成手段と、符号化された画像を前記位置情報及び前記時刻情報と関連
付けて記録する記録手段と、位置及び時間に関する情報を含む信号を受信する受信手段と
、前記記録手段で記録された画像の中に前記受信した位置及び時間に関する情報に基づい
て特定される範囲内で取得された画像があるかどうかの検索を行う検索手段と、前記検索
手段における検索の結果を通知する通知手段と、を具備する構成とすることで自動的に提
出する必要のある画像があるかどうかを検索してくれるため、使用者の負担を軽減するこ
とができる。
【０２５８】
また、別の実施形態の画像記録装置として、画像を取得する画像取得手段と、取得した画
像を符号化する画像符号化手段と、画像取得時の位置及び時間を算出して位置情報及び時
刻情報を生成する生成手段と、符号化された画像を前記位置情報及び前記時刻情報と関連
付けて記録する記録手段と、位置及び時間に関する情報を含む信号を受信する受信手段と
、前記記録手段で記録された画像の中から、前記受信した位置及び時間に関する情報に基
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づいて特定される範囲内で取得された画像を抽出する抽出手段と、前記抽出された画像を
外部へ出力する出力手段と、を具備する構成とすることで自動的に提出する必要のある画
像を抽出してくれるため、使用者の負担を軽減することができる。
【０２５９】
また、別の実施形態の画像記録装置として、画像を取得する画像取得手段と、取得した画
像を符号化する画像符号化手段と、画像取得時の位置及び時間を算出して位置情報及び時
刻情報を生成する生成手段と、符号化された画像を前記位置情報及び前記時刻情報と関連
付けた状態で所定の期間に亘って記録する記録手段と、第１の検索用ワードと第２の検索
用ワードを受信する受信手段と、前記記録手段で記録された画像の中から前記第１の検索
用ワードに基づいて特定される範囲内で取得された画像を抽出して外部へ出力する出力手
段と、前記第２の検索用ワードに基づいて特定される範囲内で取得された画像を前記所定
の期間より長い期間に亘って前記記録手段で記録する処理を行う延長処理手段と、を具備
する構成とすることで、画像記録装置内に記録された画像を適切に管理することができる
。
【０２６０】
また、別の実施形態の画像記録装置として、画像を取得する画像取得手段と、取得した画
像を符号化する画像符号化手段と、画像取得時の位置及び時間を算出して位置情報及び時
刻情報を生成する生成手段と、位置及び時間に関する情報を含む検索用ワードを受信する
受信手段と、画像提出用の端末が設置された施設に関する情報を受信する第２の受信手段
と、符号化された画像を前記位置情報及び前記時刻情報と関連付けて記録する第１の記録
手段と、地図情報を記録しておく第２の記録手段と、前記受信した施設に関する情報を記
録する第３の記録手段と、前記受信した検索用ワードに基づいて特定される範囲内で取得
された画像が前記第１の記録手段で記録されているかどうかを検索する検索手段と、検索
の結果、前記検索用ワードに基づいて特定される範囲内で取得された画像が前記第１の記
録手段で記録されていた場合は、前記地図情報に前記施設に関する情報を多重して表示す
る表示手段と、を具備する構成とすることで使用者から速やかに画像が提出されることが
期待される。
【０２６１】
その他、各実施の形態に記載した画像記録装置とすることで、より優れた情報収集システ
ムを構築することができる。ここで、本発明の画像記録装置は、以下に説明する点からも
明らかなように、事件に関する情報を収集するといった観点で大きな利点を有している。
【０２６２】
従来の監視カメラは、設置スペースの問題や人や物がぶつかる事による故障やカメラへの
いたずらを避けるため天井付近に取り付けられることが多い。しかしながら、このような
上方からの視点では、人の表情や特徴をうまく撮影することができないという問題があっ
た。一方、本発明の画像記録装置は主に車内に取り付けられるため、カメラの高さが人間
の目線と同様の高さになり、人の表情や特徴を判断可能な状態で記録することが可能とな
る。また、この高さからの撮影では、前を走る車や対向車線を走ってくる車やバイクのナ
ンバープレートを撮影することが可能であるため、容疑者の車とすれ違った車の中に本発
明の画像記録装置が取り付けられていた場合、ナンバープレートから所有者を割り出して
、迅速に逮捕に繋げることが可能となる。また、この場合は該当車の運転手の姿も記録さ
れていることが期待できるため、犯行当時に車を貸していたといった類の言い逃れを防ぐ
ことも可能となる。従って、本画像記録装置を用いれば、轢き逃げ、当て逃げ、バイクを
使ったひったくり、車を使った逃走といった事件はかなり高い確率で検挙できると期待で
きる。
【０２６３】
また、容疑者が車を使わずに犯行現場から逃走する場合でも、例えば容疑者と思われる人
物がガードレールや柵を乗り越えている姿が偶然撮影されていた場合、その場所の指紋を
採取して、同一人物の指紋が過去の犯罪ファイルにないかを調べることで事件解決の手掛
かりを得られることも期待できる。
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【０２６４】
また、本発明を用いた犯罪捜査方法が浸透することで、逃げ切れないことを悟った犯人が
自首する頻度が上がることも期待できるため、警察官の貴重なリソースを解決困難な犯罪
に重点的に割り当てることができるという相乗効果を生み出すことができる。また、予め
収集した画像データを基に犯人像を特定して捜査できるため、捜査時の警察官の安全を高
めることもできる。
【０２６５】
なお、上記説明では情報提供の協力要請に必要な情報である事件情報をＦＭ多重放送で送
信される場合を説明したが、これに限定するものではなく、光ビーコンや電波ビーコン、
デジタルＴＶ（音声）放送等、どのような通信媒体を用いて送信されても良い。この場合
、車載画像記録装置のＦＭ放送受信部は、それぞれ光ビーコンから信号を受信する光ビー
コン受信部、電波ビーコンから信号を受信する電波ビーコン受信部、デジタル放送を受信
するデジタル放送受信部にそれぞれ置き換わる。また、これら事件情報を受信する各受信
部は、車載画像記録装置の一部として組み込まれても良いし、一つの装置として車載画像
記録装置とインターフェースを介して接続可能な状態で構成されていても良い。その他、
車載画像記録装置を携帯電話と接続可能な構成とし、携帯電話でオンデマンド又はＭＢＭ
Ｓサービス等で事件情報を受信してインターフェースを介して事件情報が車載画像記録装
置に入力される構成であっても良い。
【０２６６】
　なお、車載カメラは車の前方を撮影する場合に限定せず、例えば車の後方を撮影するよ
う設置しても良いし、複数のカメラで複数の方向を撮影して記録するよう構成してもよい
。この場合、前方カメラで撮影した画像は、記録する際に前方を撮影していることを示す
”Ｆｒｏｎｔ”の情報を合わせて記録し、後方カメラで撮影した画像は、”Ｂａｃｋ”の
情報を合わせて記録するようにすると、後の管理が簡略化できる。また、複数のカメラで
撮影された画像をそれぞれ異なるファイルとして、画像毎に個別に位置情報、時間情報、
撮影カメラの方向を示す情報と対応付けて記録しても良いし、位置情報と時間情報は共通
化して、１つの位置情報と時間情報に、複数のカメラで同一時刻に撮影された複数の画像
を対応付けても良い。また、カメラの方向を示す情報を実施の形態２で用いた方位情報で
代用しても良い。すなわち、車が南東の方向に進んでいる場合に、フロントウィンドウを
介して前方を撮影する車載カメラで撮影された画像には南東を表す方位情報と対応付けて
記録し、バックウィンドウを介して後方を撮影する車載カメラで撮影された画像には北西
を表す方向情報と対応付けて記録するように構成してもよい。このように構成することで
、複数のカメラで撮影しても、取得されるすべての画像に画像取得方位を表す方位情報を
関連付けることができるため、管理がより簡略化できる。
【０２６７】
また、各実施の形態の画像記録装置において、カメラ部、位置情報検出部、ＦＭ放送受信
部、画像表示部等は、本装置本体に組み込まれる形で設計されていても良いし、本装置本
体とコネクタを介して接続可能な状態で個別の装置として設計されていても良い。
【０２６８】
　また、記録部も着脱可能な構成であっても良い。例えば、記録部をＵＳＢ接続の外付け
ＨＤＤとし、画像提出時には、車載画像記録装置から記録部を取り外して自宅のＰＣや警
察などに設置された端末と接続し、記録された画像を警察に提出できるように構成しても
よい。このようにすることで、別途記録媒体を用いてデータを移動させる必要がなくなる
ため、メモリーカードスロットのような出力手段を別途設ける必要がないため、コストを
下げることができる。
【０２６９】
また、画像提出用端末を用いて画像データを提出した時に、画像提出用端末は、画像を提
出したことを示すレポートファイルをメモリーカード内に作成し、レポートファイルに基
づいて画像記録装置の画像が消去される構成としてもよい。レポートファイルには、例え
ば提出した画像データのファイル名一覧や提出時刻などが記載されている。メモリーカー
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ドが画像記録装置に装着された場合には、システムコントローラはメモリーカード内にレ
ポートファイルがないかを検索し、レポートファイルがある場合は、レポートファイルに
示された画像データを提出が完了したものとして、その他の消去禁止フラグの条件などを
参照にしながら消去する構成としてもよい。このように構成することで、画像提出が行わ
れる前に誤って画像データが失われてしまうことを防ぐことができる。
【０２７０】
また、上記説明では記録部内に記録されてから一定期間経過した時点で画像データが消去
される構成としたがこれに限定されるものではない。例えば記録部の空き記録容量の状況
に応じて画像データが消去される構成としてもよい。
【０２７１】
また、一定期間経過した画像データを、より高い圧縮率の圧縮方式で再エンコードを行っ
た後、さらに一定期間記録した場合に消去する構成としてもよい。一定期間経過した画像
データは、システムコントローラの制御に従って画像符合化部に出力され、再エンコード
が行われた後に再び記録部に一定期間記録される。この構成とすることで、より長い期間
画像を保管できる上に、古い画像はより小さいサイズのデータとして記録されることで記
録容量の圧迫を防ぐことができる。また、この再エンコードは複数回にわたって行われ、
古くなるほど小さいサイズの画像データとして記録される構成としてもよい。また、動画
像データの場合はフレームレートを落として再エンコードしても良い。その他、画像デー
タの消去方法は、情報記録媒体の記録容量や空き容量などを踏まえて、独自の方法で自動
消去される構成であってもよい。
【０２７２】
また、本発明のカメラ部で撮影される画像を車間距離の測定や人物の存在検出等に用いて
もよい。この場合、前方を走る車と風景の境界を検出し、検出結果から車間距離を推定す
る演算を行う演算部や、撮影された画像内に人物がいるかを判断するために、予め人物の
パターンを複数記録したＲＯＭと、画像内にＲＯＭに記録されたパターンと一致する特徴
があるかのマッチング処理を行うマッチング部等が別途必要となる。また、撮影された画
像から白帯を検出し、走行位置を自動修正する運転補助システムに用いることも可能であ
る。
【０２７３】
　なお、本発明の画像記録装置を自車両の事故時の証拠として用いる従来のドライブレコ
ーダとして利用できることは言うまでも無い。また、画像データ等を改竄できないように
データを暗号化して記録するよう構成しておいてもよい。
【０２７４】
また、事件情報に画像提出先を示すＩＰアドレスを含んでもよい。事件情報には、多数の
事件が含まれるが、各事件の管轄警察署は異なる。そこで、事件毎に提出先のＩＰアドレ
スを記しておき、メモリーカードに画像データや、画像データと画像取得位置及び取得時
刻との関連付けを記した管理ファイル等を出力する際に、画像データの提出先を表すＩＰ
アドレスを含んだレポートを合わせてメモリーカードに出力する。画像提出用端末は、メ
モリーカード内のレポートを参照し、レポートに記されたＩＰアドレスに、メモリーカー
ド内の画像データや管理ファイルを送信する。このような構成としてもよい。
【０２７５】
また、撮影された画像をＩＴＳ（Intelligent
Transport Systems）の一部として利用することも可能である。例えば、本発明の車載画
像記録装置に取り付けた無線送受信部から、撮影した画像を道路脇に取り付けられた通信
機に送信し、通信機に送られた画像は交通管理センターや情報サーバに送られるようなシ
ステムを構築してもよい。これらの画像データは、現在の交通状況の把握や他の車へのリ
アルタイム画像の送信などに活用することができる。
【０２７６】
また、画像の圧縮方式としては、ＭＰＥＧ２、Ｈ．２６４／ＡＶＣ、ＪＰＥＧ、ＴＩＦＦ
等既存の圧縮方式を用いて圧縮しても良いし、車から撮影する映像は、時間方向に高い相
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関性があるため、新たに別の圧縮方式を開発しても良い。また、今後の圧縮技術の進歩に
従って最新の圧縮技術を適宜採用することが可能である。
【０２７７】
なお、本発明の画像表示部としては液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、電子ペーパー（Electr
ic Paper）、有機ＥＬ（ＯＥＬＤ）、フィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）、
プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）、などの薄型パネルが好適である。
【０２７８】
また、上記説明では警察からＶＩＣＳセンターを介して既存のＶＩＣＳ技術を活用して事
件情報を各画像記録装置へ送信する場合を説明したが、これに限定するものではなく、別
のシステムを新たに構築してもよい。但し、ＶＩＣＳ技術をそのまま活用することは、装
置開発及び新たなシステム構築の費用を抑えることができるためより望ましい。
【０２７９】
また、事件情報のデータフォーマットもＶＩＣＳのデータフォーマットを流用しても良い
し、新たに別のデータフォーマットを定めてもよい。　
【０２８０】
また、本発明の車載画像記録装置は、自家用車だけではなく、トラック、バス、タクシー
、バイク、電車、自転車、ベビーカーなどのように、さまざまな移動可能な乗り物に搭載
し、位置情報及び時間情報と対応付けて画像を記録することができる。
【０２８１】
また、上記で説明したシステムコントローラ、検索処理部、カーナビゲーションユニット
、画像符号化部、位置検出部、等は、それぞれ半導体集積回路を用いて実現されてもよい
。ここで集積回路はＬＳＩ、ＶＬＳＩ，ＵＬＳＩと称されることもある。
【０２８２】
また、上記各実施の形態に記載の発明は、単独で実装されても良いし、複数の実施の形態
に記載の発明を組み合わせて実装されてもよい。例えば、実施の形態２、４、９を組み合
わせ、取得した画像を取得位置、取得時間、取得方向と関連付けして記録し、受信した事
件情報に基づいて画像提出要請が出ている画像を抽出し、抽出した画像を暗号化してメモ
リーカード等へ出力するといった構成も可能である。
【０２８３】
なお、上記説明では本願発明の装置は画像を記録する画像記録装置として説明したが、画
像を記録する機能を有するカーナビゲーション装置であっても良いし、画像を記録する機
能を有する無線受信装置やビデオカメラであってもよい。
【０２８４】
その他、本願の発明の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜設計変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０２８５】
　本発明に係る画像記録装置は、車内に取り付けて景色を撮影及び記録することで、監視
カメラとして用いることができる。また、ドライブレコーダやカーナビゲーション装置に
活用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２８６】
【図１】本発明の実施の形態１に係る画像記録装置のブロック図
【図２】撮影位置及び撮影時刻と関連付けされて記録された画像一覧を示す図
【図３】本発明の実施の形態１に係る情報収集システムの概略図
【図４】情報提供の求めるために事件に関する情報が載せられたＷｅｂページを示す図
【図５】犯罪捜査用ソフトウェアの表示画面を示す図
【図６】犯罪捜査用ソフトウェアの表示画面を示す図
【図７】犯罪捜査用ソフトウェアのシミュレーション設定画面を示す図
【図８】画像データと撮影位置及び時刻との対応関係を記録した管理テーブルを示す図
【図９】画像データと撮影位置及び時刻との対応関係を記録したファイルを示す図
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【図１０】本発明の実施の形態２に係る画像記録装置のブロック図
【図１１】位置情報と時刻情報と方位情報とが多重された動画像フォーマットを示す図
【図１２】本発明の実施の形態３に係る画像記録装置のブロック図
【図１３】変換前後の画像と位置情報等の関連付け形式を示す図
【図１４】本発明の実施の形態４に係る情報収集システムの概略図
【図１５】警察から日本道路交通情報センターへ通知される情報の一例を示す図
【図１６】本発明の実施の形態４に係る情報収集システムの概略図
【図１７】ＦＭ多重信号の送信フォーマットを示す図
【図１８】事件情報のフォーマットを示す図
【図１９】画像検索範囲の指定方法と種別ビットとの対応関係を示す図
【図２０】受信した事件情報を管理する事件情報管理ファイルを示す図
【図２１】本発明の実施の形態４に係る画像記録装置内での処理フローを示す図
【図２２】事件情報のフォーマットを示す図
【図２３】画像のファイル名、画像取得位置、画像取得時刻、及び消去禁止フラグを纏め
た管理ファイルを示す図
【図２４】事件情報のフォーマットを示す図
【図２５】事件情報の種類を表す情報種別と対応する種別内容を示す図
【図２６】事件情報のフォーマットを示す図
【図２７】緊急度に応じた描画パターンで事件に関する情報が表示された画像表示部を示
す図
【図２８】本発明の実施の形態７に係る画像記録装置のブロック図
【図２９】記録される画像に消去禁止フラグを取り付ける処理フロー図
【図３０】所定の施設に関する情報を纏めた施設管理ファイルを示す図
【図３１】地図及び施設に関する情報が多重されて表示された画像表示部を示す図
【図３２】本発明の実施の形態７に係る情報収集システムの概略図
【図３３】本発明の実施の形態９に係る画像記録装置のブロック図
【図３４】本発明の実施の形態１０に係る画像記録装置のブロック図
【図３５】事件情報のフォーマットを示す図
【図３６】本発明の実施の形態１１に係る画像記録装置のブロック図
【図３７】画像提出方法の設定画面を示す図
【図３８】本発明の実施の形態１２に係る画像記録装置のブロック図
【符号の説明】
【０２８７】
１００　システムバス
１１０、９１１０　カメラ部
１１１　光学ブロック
１１２　カメラ制御部
１１３　画像処理部
１２０、２１２０、９１２０　画像符号化部
１３０　データバッファ部
１４０、２１４０、５１４０　位置検出部
１４１　ＧＰＳアンテナ
１４２　ＧＰＳユニット
１４３　位置情報・時刻情報生成部
１４４　データバッファ部
１４５　車速センサ
１４６　方位センサ
１５０、４１５０　記録部
１５１、４１５１　メモリーコントローラ
１５２、４１５２　情報記録媒体
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１６０、２１６０、４１６０、５１６０、６２６０、７１６０、８１６０、９１６０　シ
ステムコントローラ
１７０、９１７０　電力管理部
１７１　外部バッテリー
１８０　外部出力インターフェース
１８１　メモリーカード
１９０　画像表示部
１９１　表示制御部
１９２　表示パネル
２００　入力部
２０１　入力インターフェース
２０２　操作盤
３２１０　変換部
４２２０、７２２０　ＦＭ報送受信部
４２２１　アンテナ
４２２２　ＦＭチューナー部
４２２３　分離・抽出部
４２２４　復調部
４２２５　復号部
４２３０　データバッファ部
４２４０、５２４０　検索処理部
４２５０　ＶＩＣＳ描画部
５２６０　ナビゲーションユニット
５２６１　経路探索処理部
５２６２　マップマッチング処理部
５２６３　描画部
５２６４　ＶＩＣＳ情報処理部
６２７０、７２７０　暗号化処理部
８２８０　無線送受信部
９２９０　エンジン動作検出部
９３００　内部バッテリー
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